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『
吾
妻
鏡
』
に
み
る
鎌
倉
方
か
ら
京
洛
方
へ
の
使
者
・
使
節　

発
遣
記
事

野　

口　

武　

司

　
　
　
　
　
　

六

　
　
　
　
　
　
　

Ｅ
・
Ｆ
両
事
項
・
項
目
に
就
い
て

　

先
づ
、
Ｅ
、
即
ち
「
鎌
倉
方
被
差
遣
者
」
の
在
洛
期
間
中
に
於
け
る
諸
活
動
・
活
躍
等
に
就
い
て
の
記
載
の
有
り
様
か
ら
観
て
み
る
に
、

斯
様
な
記
載
が
賴
朝
將
軍
記
以
下
、
歴
代
の
諸
將
軍
記
に
各
々
如
何
よ
う
に
所
見
さ
れ
る
か
を
既
掲
表
一
に
拠
っ
て
挙
示
す
れ
ば
、
左
記

の
如
く
な
る(

此
処
に
は
、
事
例
数
の
多
い

將
軍
記
順
に
排
列
し
て
あ
る
。)

。
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511
111

の
一
一
七
例

賴
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…
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宗

親
王
將
軍
記
……
…
…

1
117

1
111

2111 

2
111 

6171 

1
111
の
六
例

賴
嗣
將
軍
記
…
…
…
…
…
171  

6

  

111
の
二
例

　

之
に
依
り
、
賴

將
軍
記
が
一
一
七
例
で
最
も
多
く
、
賴
經
將
軍
記
が
三
五
例
で
其
れ
に
次
ぎ
、
以
下
、
實

將
軍
記(

一
九
例)

→
賴

家
將
軍
記(

一
〇
例)
→
宗

親
王
將
軍
記(

六
例)

→
賴
嗣
將
軍
記(

二
例)

の
順
に
続
き
、賴
嗣
將
軍
記
が
最
も
尠
い
こ
と
が
分
か
る
。
尤
も
、

此
等
諸
將
軍
記
は
、
各
々
其
の
叙
述
対
象
範
囲(

期
間)

を
異
に
す
る
の
で
、
斯
か
る
点
を
考
慮
に
入
れ
て
、
諸
將
軍
記
に
於
け
る
Ｅ
記
載

事
例
の
多
寡
優
劣
を
考
検
し
て
み
る
の
も
、
一
応
は
有
用
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
斯
様
な
点
か
ら
諸
將
軍
記
に
於
け
る
Ｅ
記
載
事
例
の
多
寡

優
劣
を
考
検
す
る
上
に
於
い
て
、
賴
家
・
賴
嗣
両
將
軍
記
の
叙
述
対
象
期
間(

前
者
五
・
六
七
年
、
後
者
七
・
八
三
年)

の
如
く
、
他
余
の
諸
將
軍

記
の
其
れ(

賴

將
軍
記((

一
五
・
八
三
年))
・
實

將
軍
記((

一
六
・
八
三
年))

・
賴
經
將
軍
記((

二
五
・
五
〇
年))

・
宗

親
王
將
軍
記((

一
一
・
五
八

年)))

に
比
し
て
格
段
に
短
い
こ
と
を
如
何
よ
う
に
解
釈
し
、
理
解
し
、
認
識
す
る
か
と
謂
っ
た
点
を
充
分
に
介
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ

で
あ
ろ
う
。
斯
様
な
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
然
う
し
た
調
査
検
討
を
し
て
み
る
に
、
賴

將
軍
記
に
は
一
五
年
一
〇
ヶ

月(

一
五
・
八
三
年

)

に
一
一
七
例
所
見
さ
れ
る
の
で
、
各
一
年
当
り
の
平
均
事
例
数
は
七
・
三
九
例
と
な
り
、
賴
家
將
軍
記
に
は
五
年
八
ヶ

月(

五
・
六
七
年)

に

一
〇
例
所
見
さ
れ
る
の
で
、
各
一
年
当
り
の
平
均
事
例
数
は
一
・
七
六
例
と
な
り
、
實

將
軍
記
に
は
一
六
年
一
〇
ヶ

月(

一
六
・
八
三
年)

に

一
九
例
所
見
さ
れ
る
の
で
、
各
一
年
当
り
の
平
均
事
例
数
は
一
・
一
三
例
と
な
り
、
賴
經
將
軍
記
に
は
、
二
五
年
六
ヶ

月(

二
五
・
五
〇
年
）

に
三
五
例
所
見
さ
れ
る
の
で
、
各
一
年
当
り
の
平
均
事
例
数
は
一
・
三
七
例
と
な
り
、
賴
嗣
將
軍
記
に
は
七
年
一
〇
ヶ

月(

七
・
八
三
年)

に
二

例
所
見
さ
れ
る
の
で
、
各
一
年
当
り
の
平
均
事
例
数
は
〇
・
二
六
例
と
な
り
、
そ
し
て
宗

親
王
將
軍
記
に
は
一
一
年
七
ヶ

月(

一
一
・
五
八
年

)

に
六
例
所
見
さ
れ
る
の
で
、
各
一
年
当
り
の
平
均
事
例
数
は
〇
・
五
二
例
と
な
る
。
仍
て
各
一
年
当
り
に
所
見
さ
れ
る
事
例
数
が
最
も
多
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い
の
は
、
賴

將
軍
記(

七
・
三
九
例)

で
あ
り
、
賴
家
將
軍
記(

一
・
七
六
例)

が
其
れ
に
次
ぎ
、
以
下
、
賴
經
將
軍
記(

一
・
三
七
例)

→
實
朝

將
軍
記(
一
・
一
三
例)

→
宗

親
王
將
軍
記(

〇
・
五
二
例)

→
賴
嗣
將
軍
記(

〇
・
二
六
例)

の
順
に
続
き
、
賴
嗣
將
軍
記
が
最
も
尠
い
こ
と
が

知
ら
れ
る
。

　

斯
く
し
て
賴

將
軍
記
以
下
の
諸
將
軍
記
の
各
々
に
所
見
さ
れ
る
Ｅ
記
載
事
例
数
に
就
い
て
、
此
れ
が
最
も
多
い
の
は
、
賴

將
軍
記(

一
一
七
例)

で
あ
り
、
最
も
尠
い
の
は
、
賴
嗣
將
軍
記(

二
例)

で
あ
る
こ
と
を
明
ら
め
得
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
は
、
Ｅ
記
載
事
例
が
、
賴

將
軍
記
以
下
の
歴
代
諸
將
軍
記
の
各
々
に
如
何
程
宛
所
見
さ
れ
る
か
を
調
査
検
討
し
て
、
各
將
軍
記
に

於
け
る
、
件
の
事
例
数
の
多
寡
優
劣
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
は
、
此
の
事
例
数
の
他
、
各
事
例
を
印
し
た
人
士
達
各
々
の
員
数
が

各
將
軍
記
に
如
何
程
宛
所
見
さ
れ
る
か
を
も
加
味
考
慮
す
る
と
共
に
、各
將
軍
記
毎
の
員
数
・
事
例
数(

以
下
は
、
論
述
の
便
宜
上
、
後
出
の
員
数

を
、
前
出
の
事
例
数
に
先
出
し
て
記
す
。)

双
方
の
、

全
將
軍
記
に
於
け
る
員
数
・
事
例
数
双
方
の
各
合
計
数
に
占
め
る
割
合
が
如
何
程
に
な
る
か
を
調
査
検
討
す
る
こ
と
に
依
っ
て
得
ら
れ
た

結
果
を
表
一
五
と
し
て
掲
記
し
、
此
の
表
示
に
基
拠
し
て
、
各
諸
將
軍
記
毎
の
員
数
・
事
例
数
双
方
各
々
に
就
い
て
の
優
越
順
次
を
考
察

し
て
み
た
も
の
で
あ
る
。
斯
く
し
て
此
処
で
は
、
員
数
・
事
例
数
双
方
共
に
、
賴

將
軍
記
が
首
位
を
占
め
、
賴
經
將
軍
記
が
其
れ
に
次
ぎ
、

以
下
、
實

將
軍
記
→
賴
家
將
軍
記
→
宗

親
王
將
軍
記
→
賴
嗣
將
軍
記
の
順
に
続
き
、
賴
嗣
將
軍
記
が
末
位
に
在
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る

と
す
る
鄙
見
を
提
示
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
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扨
、
夫
れ
で
は
、
鎌
倉
方
か
ら
京
洛
方
へ
差
遣
さ
れ
、
其
の
在
洛
期
間
中
に
活
動
・
活
躍
す
る
の
は
、
一
体
如
何
な
る
人
士
達
で
あ
る
か

と
謂
う
に
、
之
を
所
見
事
例
数
の
優
越
順
次
と
、
其
等
各
事
例
の
初
出
順
次
と
に
隨
っ
て
挙
示
す
れ
ば
、
凡
そ
次
の
如
く
な
る(

上
部
の
( )
括
弧
内

数
字
は
、
事
例

数
の
優
越
順
次
、
其
の
下
部
の
数
字
は
、
既
掲
表
一
に
示
す
各
人
士
毎
の
初
出
順
次
に
隨
っ
た
事
例
番
号

で
あ
り
、
此
れ
は
、
賴

將
軍
記
而
已
な
ら
ず
、
之
に
後
続
す
る
諸
將
軍
記
に
就
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

)

。

　
　
　

〈
賴

將
軍
記
〉　

都
合
二
六
名　

一
一
七
例

(1) 
源
九
郞
義
經(

主
・
大
夫

官
・
廷
尉
・
伊
豫
守
・
豫
州)

……
…
…
…

 

５
５１

５２

５３

５４

５５

５６

５７

５８

５９

５11

５11

５12

５11

５11

５11

５11

５17

５11

５11

５21

５22

５21

５21

５21

５21

５27

　

５
21

５
21

５
11

５
11

５
12

５
11

の
三
三
例

11

表一五

將軍記 員　数

69名

26名

（37.7％）

８名

（11.6％）

12名

（17.4％）

15名

（21.7％）

２名

（2.9％）

６名

（8.7％）

117例

（61.9％）

10例

（5.3％）

19例

（10.1％）

35例

（18.5％）

２例

（1.1％）

６例

（3.2％）

事例数

189例

優越
順次

１

４

３

２

６

５

１

４

３

２

６

５

優越
順次

合  計

賴  　

賴  家

實  　

賴  經

賴  嗣

宗　親王

〔備考〕各將軍記毎の各員数の下に示す括弧内
百分比は、其の合計員数に占めるもの
であり、各將軍記毎の各事例数の下に
示す括弧内百分比は、其の合計事例数
に占めるものである。



(2)
北
條
殿
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

112 

212   

412   

512   

612 

７12  

８12  

９12   

1012  

1112  

1212  

1312   

1412   

1512   

1612   

1812   

1912
の
一
七
例

(1)
因
幡

司
廣
元(

大
夫
尉
・
廷
尉
・

臣)

……
…
…
…
…
…
…
…
…

111
311 

411 

511 

611
９11
1011
1111
1211
1411
1511
1611
1711
1811
2011
2111

の
一
六
例

(1)
蒲
冠
者
範
賴(

參
河
守
・
源
・

臣)

……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

 

４
４１

  

４２

４３

 

４４

 

４５

４６

の
七
例

(1)
親
能(

齋
院
次
官
・
式
部
大
夫
・
美
濃
權
守)

…
…
…
…
…
…
…
…
…

211  

311
411   

511    

611 

７11
の
六
例

(1)
景
時(

梶
原

三)

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

 

６  

６１

 

６３

 

６５

の
四
例

(7)
土
佐

(

昌
俊)

……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

121  

221 

321 

の
三
例

(7)
刑
部

景(

梶
原)

……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

11   

111 

211
の
三
例

(7)
比
企

内(

宗)

……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

1
17 

217 

317
の
三
例

(1)
典

大
夫(

久
經)

……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

2
11  

3

 

11
の
二
例

(1)

七(

國

)

……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

2
17  

3

 

17
の
二
例

(1)
源
藏
人
大
夫
賴

……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

1
22

222
の
二
例

(1)
景
季(

梶
原
源
太
左
衛
門
尉)

……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

1
21

221
の
二
例

(1)
昌
寛
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

2
11

411
の
二
例

(1)(

雜
色)

鶴
二
郞
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

1
11 

511
の
二
例

(1)
下
河
邊
庄
司(

行

)

……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

2
11

311
の
二
例

(1)
千
葉
介(

常
胤)

……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

112
212

の
二
例

11



12

(1)
御
使
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

７
の
一
例

(1)
實

……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

８
の
一
例

(1)
大
井
兵
衛
次
郞
實
春
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

９１

の
一
例

(1)
橘
馬
允
公
長
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

1
11 

の
一
例

(1)
成

……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

1
21
の
一
例

(1)
關
東
發

御
家
人
等
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

21
の
一
例

(1)
兵
衛
尉
基
淸
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

11
の
一
例

(1)
佐
々
木
左
衛
門
尉
定
綱
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

17
の
一
例

(1)
吉
野
三
郞
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

1
11
の
一
例

　

之
に
依
り
、
賴

將
軍
記
に
在
っ
て
、
取
り
分
け
、
多
く
の
所
見
事
例
数
を
有
す
る
(1)
～
(1)
な
る
人
士
達
と
、
其
の
在
洛
中
の
諸
活

動
・
活
躍
期
間
を
次
の
如
く
把
捉
し
得
よ
う
。
即
ち
、
(1)
の
三
三
例
は
、
壽
永
三
年
一
月
二
〇
日
か
ら
文
治
元
年
一
二
月
一
五
日
迄
、
(2)

の
一
七
例
は
、
文
治
元
年
一
一
月
二
八
日
か
ら
文
治
二
年
五
月
一
五
日
迄
、
(1)
の
一
六
例
は
、
文
治
二
年
閏
七
月
一
九
日
か
ら
文
治
三
年

三
月
二
日
迄
、
(1)
の
七
例
は
、
壽
永
三
年
一
月
二
〇
日
か
ら
元
暦
元
年
九
月
一
二
日
迄
、
(1)
の
六
例
は
、
文
治
三
年
一
〇
月
二
八
日
か
ら

建
久
二
年
一
二
月
二
四
日
迄
と
謂
う
よ
う
に
、
在
洛
期
間
中
に
、
取
り
分
け
、
多
大
に
し
て
際
立
っ
た
活
動
・
活
躍
を
し
た
人
士
達
の
事

蹟
・
業
績
と
、
其
の
推
移
変
遷
の
跡
を
大
観
し
得
よ
う
。
而
し
て
(1)  

(1)
な
る
人
士
達
に
依
る
諸
事
例
は
、
木
曾(

源)

義
仲
討
滅
と

氏
討
伐
、

(2)   

(1)    

(1)
な
る
人
士
達
に
依
る
諸
事
例
は
、
鎌
倉
方
の
京
都
政
権
に
対
す
る
諸
種
多
様
な
政
策
・
政
略
等
と
謂
っ
た
事
柄
を
各
々
主
内
容
と
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す
る
も
の
で
あ
り
、
此
の
(2)   

(1)    

(1)
の
中
に
在
っ
て
も
、
特
に
(2)
は
、
京
洛
は
固
よ
り
、
其
の
近
隣
諸
地
域
の
行
政
・
軍
事
の
両
面
、
別
け

て
も
、
警
備
・
守
衛
、
治
安
維
持
、
秩
序
の
安
定
強
化
を
企
る
も
の
で
あ
る
。
然
う
し
た
多
く
の
事
例
数
を
有
す
る
(1)
～
(1)
な
る
人
士
達

に
依
っ
て
為
さ
れ
た
諸
活
動
・
活
躍
の
性
格
と
内
容
如
何
を
簡
潔
に
言
え
ば
、
(1)  

(1)
は
、
武
家
に
依
る
武
家
に
対
す
る
軍
事
・
軍
略
を
主

要
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
之
に
対
し
て
(2) 

(1) 

(1)
は
、
(2)
を
除
き
、
公
家
出
身
者
に
依
る
公
家
に
対
す
る
治
政
上
の
策
略
を
主
要
内
容

と
す
る
も
の
で
あ
り
、
上
に
除
い
た
(2)
は
、
武
家
に
依
る
公
家
に
対
す
る
治
政
上
の
策
略
と
軍
事
警
察
と
の
両
面
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

此
れ
は
、
取
り
も
直
さ
ず
、
鎌
倉
府
草
創
期
に
於
い
て
、
武
家
出
身
者
た
る
(2)
の
人
士
、
即
ち
「
北
條
殿(

時
政)

」
に
関
わ
る
諸
事
例
が
、

鎌
倉(

幕)

府
の
指
揮
統
御
者
た
る
源　

賴

の
代
行
者
と
し
て
京
都
政
権
・
政
界
に
臨
み
、
其
処
で
如
何
に
多
く
の
重
要
な
意
義
を
有
す

る
活
動
・
活
躍
を
展
開
し
た
か
を
能
く
語
り
示
す
貴
重
な
徴
証
と
見
做
し
得
よ
う
。

　
　
　

〈
賴
家
將
軍
記
〉　
　

都
合
八
名　

一
〇
例

(1)
佐
々
木
左
衛
門
尉
定
綱
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

117  

217 

317
の
三
例

(2)
掃
部
入

……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

  
８11

の
一
例

(2)
親
長
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

  

111
の
一
例

(2)
澁
谷
次
郞
高
重
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

 

1111
の
一
例

(2)
土
肥
先
次
郞
惟
光
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

 

1111
の
一
例

(2)
小
山
左
衛
門
尉

政
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

112
の
一
例
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(2)
信
綱
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

111
の
一
例

(2)
善

士
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

 

1111
の
一
例

　
　
　

〈
實

將
軍
記
〉　
　

都
合
一
二
名　

一
九
例

(1)
後

左
衛
門
尉(

大
夫

官)

基
淸
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

411  

511     

611   

の
三
例

(1)
武
藏
守

雅
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

 

1111 

2111 

3111
の
三
例

(2)
駿
河

司
季
時
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

3
11  

411
の
二
例

(2)

州
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

 

3117  

4117
の
二
例

(2)
伊
賀
太
郞
左
衛
門
尉
光
季
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

  

1111  

2111
の
二
例

(1)
源
三
左
衛
門
尉
親
長
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

2
11
の
一
例

(1)

江
左
馬
助
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

 

1111
の
一
例

(1)
知
親
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

 
2111

の
一
例

(1)
能
直
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

 

1111
の
一
例

(1)
光
員
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

 

1111
の
一
例

(1)
波
多
野
彌
次
郞

定
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

 

1111
の
一
例

(1)
信
濃

司
行
光
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

 

1111
の
一
例
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〈
賴
經
將
軍
記
〉　
　

都
合
一
五
名　

三
五
例

(1)
武
州
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

 

1111  

2111  

3111  

4111  

5111  

6111  

７111 

の
七
例

(2)

州
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

 

７117  

８117  

９117  

10117 
11117 

の
五
例

(2)
後

左
衛
門
尉(

大
夫

官
・
佐
渡
守
・
基
綱)

…
…
…
…
…
…
…
…

 

1112  

3112  

4112  

6112  

７112 
の
五
例

(1)
重
時(

六
波
羅
駿
河
守
・

州)
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

 

3111  

4111  

5111 

6111 

の
四
例

(1)
伊
賀
太
郞
佐
衛
門
尉(

大
夫
尉)

光
季
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…

 

3111  

4111
の
二
例

(1)

摸
掃
部
助(

時
盛)

……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

 

2111 

3111 

の
二
例

(1)
大
納
言

都(

法
印)

隆
辨
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

171 

1171
の
二
例

(1)

定
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

 

3111 
の
一
例

(1)
武
藏
太
郞
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

 

3111
の
一
例

(1)
關

官
代
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

 
1111

の
一
例

(1)
駿
河

司
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

 

1111
の
一
例

(1)
安
東
新
左
衛
門
尉
光
成
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

 

1111
の
一
例

(1)
南
條
七
郞
二
郞
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

 

1111
の
一
例

(1)
美
濃
澤
右

二
郞
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

 

1112
の
一
例
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(1)
新

官
光
村
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

 

1111
の
一
例

　　
　
　

〈
賴
嗣
將
軍
記
〉　
　

都
合
二
名　

二
例

(1)
飛
脚
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

171
の
一
例

(1)
越
後
入

圓
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

 

6111
の
一
例

　
　
　

〈
宗

親
王
將
軍
記
〉　
　

都
合
六
名　

六
例

(1)
和
泉

司
行
方
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

 

1117
の
一
例

(1)
武

左
衛
門
尉
景
賴
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

 

1111
の
一
例

(1)
内
藏
權
頭
親
家
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

 

2111
の
一
例

(1)

江
十
郞
左
衛
門
尉
賴

……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

 

2111
の
一
例

(1)
若
宮
別
當

正
隆
辨
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

 
6171

の
一
例

(1)
伊
勢
入

行
願
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

 

1111
の
一
例

　

右
に
挙
示
し
た
賴
家
將
軍
記
以
下
宗

親
王
將
軍
記

の
諸
將
軍
記
に
就
い
て
は
、
之
と
上
述
し
た
賴

將
軍
記
と
を
比
較
す
る
と
、
在

洛
中
に
活
動
・
活
躍
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
人
士
達
の
員
数
と
、
然
う
し
た
人
士
達
が
活
動
・
活
躍
し
た
と
さ
れ
る
事
例
数
の
双
方

共
に
、
特
段
に
乃
至
は
可
成
り
尠
く
、
是
れ
と
謂
っ
て
取
り
立
て
て
問
題
視
す
る
程
の
こ
と
は
無
い
が
、
此
処
で
は
、
然
う
し
た
中
に
在
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っ
て
も
、
賴
經
將
軍
記
所
見
の
都
合
二
一
例
而
已
が
、
稍
、
事
例
数
が
多
い
と
謂
う
点
で
、
目
に
立
つ
存
在
で
あ
り
、
之
に
就
い
て
触
れ

て
お
こ
う
。
即
ち
其
れ
は
、
左
記
の
事
例
で
あ
る
。

　

武
州
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
144１

144２

144３

144４

144５

144６

144７

の
七
例

　

州
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

117７

117８

117９

11710

11711

の
五
例

　

後

左
衛
門
尉
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

144１

142142３３

14214244

142142６６

142142７７

の
五
例

　

重
時(

六
波
羅
駿
河
守
・

州)
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

1643

16416444

16416455

1646

の
四
例

　

此
の
中
、
○
印
付
記
事
例(

一
一
例)
は
、
承
久
三
年
の
事
変
、
△
印
付
記
事
例(

六
例)

は
、
南
都

徒
の
騒
擾
、
下
線
付
記
事
例(

二
例)

は
、
太
上
法
皇(

後
高
倉
院)

崩
御
、
●
印
付
記
事
例(

一
例)

は
、
臺
嶺

徒
の
騒
擾
、
□
印
付
記
事
例(

一
例)

は
、
洛
中
の
群
盜
鎭
圧
、
に

各
々
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
此
処
で
は
、
此
等
都
合
二
一
例
の
孰
れ
も
が
、
上
述
し
た
如
く
員
数
・
事
例
数
共
に
優
越
順
次
の
点
で
、
賴

將
軍
記
に
次
ぐ
賴
經
將
軍
記
に
所
見
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
留
め
て
お
こ
う
。

　

鎌
倉
方
か
ら
京
洛
方
へ
差
遣
さ
れ
た
人
士
達
に
依
っ
て
其
の
在
洛
期
間
中
に
、
彼
の
地(

京
洛
方)

に
於
い
て
展
開
さ
れ
た
諸
種
多
様
な

活
動
・
活
躍
に
関
わ
る
事
柄
が
記
さ
れ
て
い
る
Ｅ
記
載
の
中
に
在
っ
て
、
然
う
し
た
諸
活
動
・
活
躍
に
関
わ
る
事
柄
が
、
其
れ
を
為
し
た

当
人
に
依
り
、
若
し
く
は
、
其
の
当
人
に
託
さ
れ
た
飛
脚
・
使
者
等
に
依
っ
て
鎌
倉
方
へ
伝
達
さ
れ
た
事
蹟
が
記
さ
れ
て
い
る
Ｆ
記
載
が
、

賴

將
軍
記
以
下
、

代
諸
將
軍
記
に
各
々
如
何
よ
う
に
所
見
さ
れ
る
か
、
件
の
Ｆ
記
載
の
各
將
軍
記
に
於
け
る
有
り
様
に
就
い
て
、
次
に

述
べ
て
み
よ
う
。

　

京
洛
方
の
諸
情
報
を
鎌
倉
方
へ
伝
達
す
る
営
為
其
れ
自
体
を
ば
、
京
洛
方
に
於
け
る
諸
活
動
・
活
躍
の
一
環
乃
至
一
端
と
見
做
し
得
る
し
、
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然
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
乍
ら
、
Ｆ
記
載
の
全
て
が
、
Ｅ
記
載
に
包
含
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
然
う
し
た
Ｅ
記
載
に
於

け
る
Ｆ
記
載
の
有
り
樣
に
就
い
て
彼
此
論
述
せ
ん
と
す
る
に
際
し
、
其
の
資
と
し
て
、
先
ず
以
て
、
煩
を
厭
は
ず
に
Ｅ
記
載
の
全
て
を
掲

記
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う(

左
掲
Ｅ
記
載
事
例
に
登
場
す
る
各
人
士
達
の
上
部
に
付
記
し
た
○
印
数
字
は
、
其
の
事
例
通
番
号
、
各
事
例
の
下
に
記
す
Ａ
は
、
京
洛
方
か
ら
鎌
倉
方
へ
の
情

報
伝
達
記
載
の
有
る
事
例
、
Ｂ
は
、
然
う
し
た
記
載
の
無
い
事
例
で
あ
る
こ
と
を
各
々
示
し
、
其
の
中
、
Ａ
事
例
に
就
き
、(

ア)

は
、
鎌
倉
方
か
ら
京
洛
方
へ

差
遣
さ
れ
、
其
の
在
洛
期
間
中
に
活
動
・
活
躍
し
た
当
人
、
若
し
く
は
、
其
の
当
人
に
託
さ
れ
た
、
或
い
は
然
う
観
ら
れ
る
飛▼

脚▼

・
使
者
8

8

等
に
依
る
鎌
倉
方
へ
の
参
着
記
載
の
有
る
も
の
。(

イ)

は
、(

ア)

に
謂

う
人
士
達
に
依
る
鎌
倉
方
へ
の
注
進

■

■

・
説
明

■

■

等
の
報
告
記
載
の
有
る
も
の
。(

ウ)

は
、(

イ)

に
謂
う
人
士
達
等
に
依
る
鎌
倉
方
へ
の
文
書
3

3

・
記
録
3

3

等
の
持
参
に
関
す
る
記
載
の
有
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
各
々
示
す
。)

。

　
　
　

〈
賴

將
軍
記
〉

①
４ 

蒲

＝冠

範
賴　
　

蒲

─
─

─
─

─

冠

範
賴
・
源
九
郞
義
經
等
、武
衛
の
御
使
と
し
て
數

騎
を

し
て
入
洛
す
。
是
れ
義
仲
を

罸
せ
ん
が
爲
な
り
。

今
日
、
範
賴
勢
多
よ
り
參
洛
す
。
義
經
宇
治
路
よ
り
入
る
。
木
曾
、
三
郞
先
生
義
廣
・
今
井
四
郞

已
下
の
軍
士
等
を
以
て
彼
の
兩

に

い
て
防
ぎ
戰
ふ
と
雖
も
、
皆
以
て
敗
北
す
。
蒲

─
─

─冠

・
源
九
郞
は
、
河
越
太
郞
重
賴
・
同
小
太
郞
重

(

中
略)

澁
谷
庄
司
重
國
・

梶
原
源
太
景
季
等
を

し
て
、
六
條
殿
に
馳
せ
參
じ
、
仙
洞
を
警
衛
し
奉
る
。
此
の
間
、
一
條
次
郞
忠
賴
已
下
の
勇
士
、
諸
方
に
競

ひ
走
り
、

に

江
國
粟
津
の
邊
に

て
、

摸
國
の
住
人
石
田
次
郞
を
し
て
、
義
仲
を
誅
戮
せ
し
む
。
其
の
外
、
錦
織

官
等
は

電
す
と
云
々
。
…
…
…
Ｂ 

壽
永
３
・ 

１
・ 

21
条

②
４１

 

蒲

＝冠

範
賴　
　

未
の
尅

2

2

2

、

江
守
義
定
・
蒲

─
─

─
─

─

冠

範
賴
・
源
九
郞
義
經
・
一
條
次
郞
忠
賴
等
の
飛
脚

▼

▼

、

倉
に
參
着
す
。
去
ぬ
る
廿

日
、
合
戰
を

げ
、
義
仲

び
に

黨
を
誅
す
る
の
由
、
之
を
申
す

■

■

■

■

。
三
人
の
使8

8

、
皆
召
し
に
依
っ
て
北
面
の
石
壺
に
參
ず
。
巨
細

を
聞
こ
し
め
す
の
處
、
景
時
が
飛
脚

▼

▼

、
又
參
着
す
。
是
れ
討
亡

3

3

・
囚
人
等
の
交
名
の
注
文

3

3

3

3

3

3

3

3

3

を
持
參
す
る

な
り
。
方
々
の
使8

8

參
上
す
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と
雖
も
、
記

す
る
こ
と
能
は
ず
。
景
時
が
思
慮
、

神
妙
の
由
、
御
感
再
三
に
及
ぶ
と
云
々
。
…
…
…
Ａ(

ア) (

イ) (

ウ)

〃　

３
・ 

１
・ 

27
条

③
４２

 

蒲

＝冠

範
賴　
　

酉
の
尅
、
源
氏
の
兩
將(

範

─
─

賴
・
義
經)

攝
津
國
に
到
る
。
七
日
卯
の
剋
を
以
て
箭
合
の
期
と
定
む
。
大
手
の
大
將
軍

は
蒲

─
─

─
─

─

冠

範
賴
な
り
。

從
ふ
の
輩
、
小
山
小
四
郞

政
・
武
田
兵
衛
尉

義(

中
略)

小
代
八
郞
行

・
久
下
次
郞
重
光
已
下
五

六
千
餘
騎
な
り
。
搦
手
の
大
將
軍
は
源
九
郞
義
經
な
り
。

從
ふ
の
輩
、

江
守
義
定
・
大
内
右
衛
門
尉
惟
義(

中
略)

原
三
郞
淸
益
・

猪
俣

六
則
綱
已
下
二

餘
騎
な
り
。

家
、
此
の
事
を
聞
き
て
、
新
三
位
中
將
資
盛

・
小
松
少
將

盛

臣
・
備
中
守
師
盛
・

内
兵
衛
尉
淸
家
・

美
次
郞
盛
方
已
下
七
千
餘
騎
。
當
國
三
草
山
の
西
に
着
く
。
源
氏
又
、
同
じ
き
山
の
東
に
陣
す
。
三
里
の
行
程
を

隔
て
て
、
源

東
西
に
在
り
。
爰
に
九
郞
主
、
信
綱
・
實

が
如
き
に

定
を
加
へ
、
曉
天
を
待
た
ず
、
夜

に
及
び
て
三
品
羽
林
を

襲
ふ
。
仍
っ
て

家
周
章
分
散
し
畢
ん
ぬ
。
…
…
…
Ｂ　
　
　
　
　

 

〃　

３
・ 

２
・ 

５
条

④
４３

 

蒲＝冠

範＝賴　
　

關
東
の
兩
將(

範

─
─

賴
・
義
經)
、
攝
津
國
よ
り
飛
脚
を
京
都
に

ず
。
昨
日
一
谷
に

て
合
戰
を

げ
、
大
將
軍
九
人

を
梟
首
す
。
其
の
外
の
誅
戮
、
千
餘
輩
に
及
ぶ
の
由
、
之
を
申
す
。
…
…
…
Ｂ 

〃　

３
・ 

２
・ 

８
条

⑤
４４

 

源　

範
賴　
　

氏
等
の
首
、大
路
を
渡
さ
る
べ
き
の
由
、源
氏
の
兩
將(

範

―
―

賴
・
義
經)

奏
聞
を
經
。仍
っ
て
博
陸
三
公
・
堀
川
亞
相
忠
親。

等
、

問
に
預
ら
る
。
彼
の
一
族

廷
に
仕
へ
て
已
に
年

し
。
優
恕
の
沙
汰
あ
る
べ
き
か
。
將
又
、
範
賴
・
義
經
が
私
の
宿
意
を
果
さ
ん

が
爲
に
、
申
し

く
る

、

理
無
き
に
あ
ら
ざ
る
か
。
兩
樣
の
間
、
叡
慮
を
決
し

し
。
冝
し
く
計
ひ
申
す
べ
き
の
由
と
云
々
。
而

る
に
意
見
區
々
に
分
か
る
と
雖
も
、
兩
將

ち
に
申
し

く
る
の
間
、

に
渡
さ
る
べ
き
の
由
、
治
定
す
と
云
々
。

使
右
衛
門
權
佐

定
長
、
數
度
往
反
す
と
云
々
。
…
…
…
Ｂ 

〃　

３ 

・ 

２
・ 

11
条
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⑥
４５

 

蒲

＝冠

範
賴　
　

辰
の
剋

2

2

2

、
蒲

─
─

─
─

─

冠

範
賴
・
源
九
郞
義
經
等
の
飛
脚

▼

▼

、
摂
津
國
よ
り

倉
に
參
着
し
、
合
戰
の
記

3

3

3

3

3

を
獻
ず
。
其
の
趣
、

去
ぬ
る
七
日
、
一
谷
に

て
合
戰
す
。

家
多
く
以
て
命
を
殞
す
。

内
府
已
下

上
に

び
て
四
國
の
方
に
赴
く
。
本
三
位
中
將
は

之
を
生

る
。

盛

・
忠
度

臣
・
經
俊
已
上
三
人
は
、
蒲

─

冠

、

之
を
討
ち
取
る

。

經
正
・
師
盛
・
敎
經
已
上
三
人
は
、

江
守
義

定
、
之
を
討
ち
取
る
。

・
敦
盛
・
知
章
・
業
盛
・
盛
俊

已
上
四
人
は
、
義
經
、

之
を
討
ち
取
る
。

此
の
外
、

首
す
る

一
千
餘
人
。
凡
そ
武
藏
・

摸
・
下
野
等
の
軍
士
、
各
々
大
功
を
竭
す

な
り
。

っ
て
注
記

　
　

言
上
す
べ
し
と
云
々
。
…
…
…
Ａ(

ア) (

ウ) 

〃　

３
・ 

２
・ 

11
条

⑦ 

４６

 

參

＝河
守
範
賴＝臣　
　

參
─

─
─

─
─

─
─

河
守
範
賴

臣
の
去
ぬ
る

日
の
使8

8

、
今
日
參
着
し
て
書3

3

を
獻
ず
。
去

廿
七
日
入
洛
し
、
同
廿

九
日
、

討
使
の
官
符
を
賜
は
り
、
今
日
九
月

一
日

西

に
發
向
す
と
云
々
。
…
…
Ａ
（
ア
）（
ウ
） 

元

１
・ 

９
・
12
条

⑧
５
源
九
郞
義
經　
　

前
記
４
に

見
す
。
…
…
…
Ｂ

⑨
５１

 

源
九
郞
義
經
主　
　

源
九
郞
義
經
主
、
義
仲
が
首
を
獲
た
る
の
由
奏
聞
す
。
今
日
晩
に
及
び
て
、
九
郞
主
、
木
曾
が

一
の

、

口

次
郞

光
を
搦
め

ず
。
是
れ
木
曾
が
使
と
し
て
、
石
川

官
代
を
征
せ
ん
が
爲
に
、
日
來
河
内
國
に
在
り
、
而
る
に
石
川

亡
す
る

の
間
、
空
し
く
以
て
歸
京
す
。
八
幡
大
渡
の
邊
に

て
、
主
人
滅
亡
の
事
を
聞
く
と
雖
も
、
押
し
て
以
て
入
洛
す
る
の
處
、
源
九
郞

の
家
人
數
輩
馳
せ
向
ひ
、

戰
ふ
の
後
、
之
を
生

る
と
云
々
。
…
…
…
Ｂ 

壽
永
３
・ 

１
・ 

21
条

⑩
５２

源
九
郞
義
經　
　

前
記
４１

に

見
す
。
…
…
…
Ａ(

ア) (

イ)

⑪
５３

 

源
九
郞
主　
　

口
次
郞

光
を
梟
首
す
。
澁
谷
庄
司
重
國
之
を
奉
り
、
郞
從

太
男
に
仰
す
。
而
る
に
斬
り
損
ず
る
の
間
、
子
息
澁

谷
次
郞
高
重
之
を
斬
る
。
但
し
、
去

廿
日
合
戰
の
時
、
疵
を
被
る
に
依
っ
て
、
片
手
打
た
り
と
云
々
。
此
の

光
は
、
武
藏
國
兒
玉

の
輩
と
親
昵
た
る
の
間
、
彼
等
勲
功
の
賞
に
募
り
て

光
が
命
を
賜
は
る
べ
き
の
旨
、
申
し

く
る
の
處
、
源
九
郞
主
、
事
の
由
を
奏
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聞
せ
ら
る
と
雖
も
、
罪
科
輕
か
ら
ざ
る
に
依
っ
て
、

に
以
て

許

る
こ
と
無
し
と
云
々
。
…
…
…
Ｂ 

〃　

３
・ 

２
・ 

２
条

⑫
５４

源
九
郞
義
經　
　

前
記
４２

に

見
す
。
…
…
…
Ｂ

⑬
５５

源
九
郞
義
經　
　

前
記
４３

に

見
す
。
…
…
…
Ｂ

⑭
５６

 

源
九
郞
主　
　

源
九
郞
主
入
洛
す
。

す
る
の
輩
、
幾
許
な
ら
ず
。
從
軍

っ
て
參
洛
す
べ
き
か
。
是
れ

氏
一
族
の
首
、
大
路
を

渡
さ
る
べ
き
の
旨
奏
聞
の
爲
に
、
先
づ
以
て
鞭
を
揚
ぐ
と
云
々
。
…
…
…
Ｂ 

〃　

３
・ 

２
・ 

９
条

⑮
５７

 

源
義
經　
　

前
記
４４

に

見
す
。
…
…
…
Ｂ

⑯
５８

 

源
九
郞
主　
　

氏
の
首
、
源
九
郞
主
の
六
條
室
町
の
亭
に

む
。

謂

盛

・
忠
度
・
經
正
・
敎
經
・
敦
盛
・
師
盛
・
知
章
・
經
俊
・

業
盛
・
盛
俊
等
の
首
な
り
。
然
る
後
に
、
皆
八
條
河
原
に
持
ち
向
ふ
。
大
夫

官
仲
賴
以
下
、
之
を

け
取
り
、
各
々
長
鎗
刀
に
付
け
、

又
、
赤
簡

某
の
由
、
各
々

之
を
注
し
付
く
。

を
付
け
て
、
獄
門
に
向
ひ
て
樹
に
懸
く
。
觀
る

市
を
成
す
と
云
々
。
…
…
…
Ｂ 

〃　

３
・ 

２
・
 11
条

⑰
５９

源
九
郞
義
經　
　

前
記
４５

に

見
す
。
…
…
…
Ａ(
ア) (

ウ)

⑱
５11

 

源
九
郞
主　
　

三
位
中
將
重
衡

、
土
肥
次
郞
實

が
許
よ
り
源
九
郞
主
の
亭
に
渡
る
。
實

西

に
赴
く
べ
き
に
依
っ
て
な
り
。

…
…
…
Ｂ 

〃　

３
・ 

３
・ 

２
条

⑲
５11

  

源
九
郞　
　

源
九
郞
の
使8

8

京
都
よ
り
參
着
す
。
去

廿
七
日
、
除
目

り
。
武
衛
正
四
位
下
に
敍
し
給
ふ
の
由
、
之
を
申
す

■

■

■

■

。
是
れ

義
仲

討
の
賞
な
り
。
彼
の
聞
書

3

3

を
持
參
す
。
此
の
事
、

原
秀
鄕

臣
、
天
慶
三
年
三

九
日
、
六
位
よ
り
從
下
四
位
に
昇
る
な
り
。

武
衛
の
御
本
位
は
從
下
五
位
な
り
。
彼
の
例
に
准
ぜ
ら
る
と
云
々
。
亦
、
忠
文 
宇
治
民

部

。

の
例
に
依
っ
て
、
征
夷
將
軍
の
宣
下
あ
る
べ
き  

か
の
由
、
其
の
沙
汰

り
。
而
る
に
、
越
階
の
事
は
、
彼
の
時
に
准
據
然
る
べ
し
。
將
軍
の
事
に

て
は
、

刀
を
賜
は
り
軍
監
軍
曹



　
　

�

に
任
ぜ
ら
る
る
の
時
、
除
目
を
行
は
れ
ん
か
。
今
度
の
除
目
に
載
せ
ら
る
る
の
條
、
其
の
官
を
始
め
て
置
く
に
似
た
り
。
左
右
無
く

宣
下
せ
ら
れ

き
の
由
、
諸

軍
議

る
に
依
っ
て
、
先
づ
敍
位
と
云
々
。
…
…
…
Ａ(

ア
）（
イ
）（
ウ
）
〃　

３
・�

４
・
10
条

⑳
５11

�

源
九
郞
主　
　

源
九
郞
主
の
使8

8

參
着
す
。
申
し
て

■

■

■

云
は
く

■

■

■

、
去
ぬ
る
六
日
に
左
衛
門
少
尉
に
任
ぜ
ら
れ
、
使
の
宣
旨
を
蒙
る
。
是
れ

の
限
り
に
あ
ら
ず
と
雖
も
、
度
々
の

功
黙
止
せ
ら
れ

き
に
依
っ
て
、
自
然
に

恩
た
る
の
由
、
仰
せ
下
さ
る
の
間
、
固
辭
す

る
に
能
は
ず
と
云
々
。
此
の
事
頗
る
武
衛
の
御
氣
色
に

ふ
。
範
賴
・
義
信
等
の

臣
受
領
の
事
は
、
御
意
よ
り

り
て
擧
し
申
さ
る

る
な
り
。
此
の
主
の
事
に

て
は
、
内
々
儀

り
て
、
左
右
無
く
聽
さ
れ
ざ
る
の
處
、

つ
て

せ
し
む
る
か
の
由
、
御
疑
ひ

り
。

凡
そ
御
意
を
背
か
る
る
事
、
今
度
に
限
ら
ざ
る
か
。
之
に
依
っ
て
、

家

討
使
た
る
べ
き
事
、
暫
く
御

豫

り
と
云
々
。
…
…
Ａ

(

ア
）（
イ
）

�

元

１
・�

８
・�

17
条

21
５11

�

源
廷
尉　
　

源
廷
尉
の
飛
脚

6

6

參
着
す
。
去
ぬ
る
十
日
、
信

の
子
息
左
衛
門
尉

衡
・
次
郞
信
衡
・
三
郞

時
等
を
招
き
、
宿
廬
に

て
、

之
を
誅
戮
す
。
同
十
一
日
、
信

解
官
の
宣
旨
を
下
さ
る
と
云
々
。
…
…
…
Ａ（
ア
）�

〃　

１
・�

８
・�

16
条

22
５11

�

源
廷
尉
義
經　
　

去
ぬ
る
五
日
、季
弘

臣
、

帶
の
職
を
停
め
ら
れ
畢
ん
ぬ
る
の
由
、仙
洞
よ
り
源

―
―

―
―

―

廷
尉
義
經

。
に
仰
せ
ら
る
。
義
經
又
、

其
の
旨
を
申
す

な
り
。
彼
の

3

3

3

、
今
日

倉
に
到
來
す
と
云
々
。
…
…
…
Ａ（
ウ
）�

〃　

１
・�

９
・�

18
条

23
５11

�

大

＝夫

官
義＝經　
　

武
衛
、
伽
藍
を
草
創
せ
ん
が
爲
に
、

倉
中
の

地
を
求
め
給
ふ
。
營
の
東
南
に
當
り
て
、
一
の
靈
崛

り
。
仍

っ
て
梵
宇
の
營
作
を
彼
の

に
企
て
ら
る
。
是
れ
父
德
に
報
謝
す
る
の
素
願
な
り
。
但
し
、
大
嘗
會
の
御
禊
已
後
、
地
曳
始

る
べ
き

の
由
定
め
ら
る
る
の
處
、
去

廿
五
日
、
其
儀�

大

―
―

―
―

―
―

夫

官
義
經
供

奉
す
と
云
々
。

を

げ
ら
る
る
の
間
、
今
日
犯
土

り
。
因
幡
守
・
筑
後
權
守
等
、
之
を

奉
行
す
。
武
衛
監
臨
し
給
ふ
と
云
々
。
…
…
…
Ｂ�

〃　

１
・
11
・
16
条

11
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24
５16

�

大

＝夫

官
義＝經　
　

賢

・
神
璽
、
今
津
の
邊
に
着
せ
し
め
御
ふ
。
仍
っ
て
頭
中
將

資

臣
其
の

に
參
ず
。
夜
に
入
り
て
、

中

納
言
經

。・
宰

中
將
泰

。（
中
略
）
右
少
將
範
能

臣
・
藏
人
左
衛
門
權
佐
親
雅
等
、
桂
河
に
參
向
す
。
大
祓
の
後
、
朱
雀
大
路

び

に
六
條
を
經
て
、
大
宮
よ
り
待
賢
門
に
入
御
し
、
官
の

東
門
を���

經
。

に
渡
御
す
。
此
の
間
、
大

─
─

─
─

─
─

夫

官
義
經
、
鎧
を
着
し
て
供
奉
し
、
官

の
東
門
に
候
ず
。
看
督
長
布
衣
を
着
し
、
松

を
取
り
て

に
在
り
と
云
々
。
…
…
Ｂ�

〃　

２
・�

４
・�

11
条

25
５17

�

源
廷
尉　
　

源
廷
尉
の
使8

8�

龜
井
六
郞
と��

�

號
す
。

京
都
よ
り
參
着
す
。
異
心
を
存
ぜ
ざ
る
の
由
、
3

3

文3

を
獻
ぜ
ら
る
る

な
り
。
因
幡

司
廣
元
、

申
次
た
り
。
而
し
て
三
州
は
、
西

よ
り

々
飛
脚
を

じ
て
子
細
を
申
す
。
事
に

て
自
由
の
張
行
無
き
の
間
、
武
衛
、
又
、
懇
志

を

ぜ
ら
る
。
廷
尉
は
動
も
す
れ
ば
、
自

の
計
あ
り
。
今
、
御
氣
色
不
快
の
由
を

聞
し
、
始
め
て
此
の
儀
に
及
ぶ
の
間
、
御
許
容

の
限
り
に
あ
ら
ず
、

っ
て
御
忿
怒
の
基
を
爲
す
と
云
々
。
…
…
Ａ（
ア
）（
ウ
）�

〃　

２
・�

５
・�

７
条

26
５18

�

廷
尉　
　

廷
尉
の
使8

8�

8景
光

。
參
着
す
。

内
府
父
子
を

し
て
參
向
せ
し
む
。
去
ぬ
る
七
日
出
京
し
、今
夜
酒
勾
驛
に
着
か
ん
と
す
。

明
日

倉
に
入
る
べ
き
の
由
、
之
を
申
す

■

■

■

■

。
北
條
殿
御
使
と
し
て
酒
勾
宿
に
向
は
し
め
給
ふ
。
是
れ

内
府
を

へ
取
ら
ん
が
爲
な
り
。

武

宗
親
・
工

小
次
郞
行
光
等
を

せ
ら
る
と
云
々
。
廷
尉
に

て
は
左
右
無
く

倉
に
參
ず
べ
か
ら
ず
。

ら
く
其
の
邊
に

留
し
て
、
召
に
隨
ふ
べ
き
の
由
、
仰
せ

は
さ
る
と
云
々
。
小
山
七
郞

光
使

た
り
と
云
々
。
…
…
…
Ａ（
ア
））（
イ
）�

�

〃　

２
・�

５
・
11
条

27�

５11

�

廷
尉　
　

昨
日
、
左
典

の
侍
、
後

新
兵
衛
尉
基
淸
が
僕
從
と
、
廷
尉
の
侍
伊
勢
三
郞
能
盛
が
下
部
と
鬪
亂
す
。
是
れ
能
盛
駄
餉
を

沙
汰
す
る
の
間
、
基
淸
、
彼
の
旅
館
の

を
馳
せ

ぐ
。
其
の
後
に
旅

を
持
た
し
む
る

の
疋
夫
等

み
行
く
の
處
、
能
盛
が
引
馬
、

基
淸
が

從
を
踏
む
。
仍
っ
て

互
に
諍
論
に
及
ぶ
。
此
の
間
、基
淸
が

從
刀
を
取
り
、件
の
馬
の
鞦
手
綱
を
切
り
て
奔
り
行
く
。
能
盛
、



11

此
の
事
を
聞
き
て
馳
せ
出
で
、
竹
根
の
引
目
を
以
て
、
殘
る

の
疋
夫
を
射
る
。
彼
等
叫
喚
せ
し
め
て
馳
せ
騒
ぐ
。
基
淸
、
又
、
之
を

聞
き
て
駕
を
廻
ら
し
、
能
盛
と
雌
雄
を
決
せ
ん
と
す
。
典

頻
に
之
を
抑
留
し
、
使

を
廷
尉
の
許
に
發
せ
ら
る
。
廷
尉
、
又
、

鎭

め
ら
れ
、
無
爲
な
り
と
云
々
。
此
の
事
、
典

ち
に
訴
へ
申
さ
ず
と
雖
も
、
自
づ
か
ら
二
品
の
聽
に

す
。
能
盛
が
下
部
等
驕
り
を

成
す
の
條
奇
怪
の
由
、
御
氣
色
甚
し
と
云
々
。
…
…
…
Ｂ�

〃　

２
・�

５
・�

17
条

28
５10

�

源
廷
尉
義
經　
　

源
廷
尉
義
經

。
思
ひ
の
如
く

敵
を

ら
げ
訖
ん
ぬ
。
剩
さ
へ

内
府
を

し
て
參
上
す
。
其
の
賞

ね
て
疑
は
ざ

る
の
處
、
日
來
不
儀
の
聞
え

る
に
依
っ
て
、
忽
に
御
氣
色
を
蒙
り
、

倉
中
に
入
れ
ら
れ
ず
。
腰
越
驛
に

て
徒
に
日
を
渉
る
の
間
、

愁

の
餘
り
に
、
因
幡

司
廣
元
に
付
し
て
一3

3

の3

3

3

を
奉
る
。
廣
元
之
を
披
覽
す
と
雖
も
、
敢
へ
て
分

の
仰
せ
無
し
。

っ
て

左
右
有
る
べ
き
の
由
と
云
々
。
彼
の
書

3

3

3

に
云
は
く
、(

謂

腰
越

略

)

…
…
…
Ａ(

ア)�(

ウ)�

〃　

２
・�

５
・
24
条

29�

５11

�

廷
尉　
　

卯
の
剋
、
廷
尉

江
國
篠
原
宿
に
着
く
。
橘
馬
允
公
長
を
し
て
前
内
府
を
誅
せ
し
む
。
次
に
、
野
路
口
に
至
り
、
堀
彌
太
郞

景
光
を
以
て

右
金
吾
淸
宗

。
を
梟
す
。
此
の
間
、
大
原
の
本
性
上
人
、
父
子
の
知
識
と
し
て
、
其
の

々
に
來
臨
せ
ら
れ
、
兩
客
共

に
上
人
の
敎
化
に
歸
し
、
忽
に
怨
念
を

し
欣
求
淨
土
の
志
に
住
す
と
云
々
。
…
…
…
Ｂ�

〃　

２
・�

６
・
11
条

30
５11

�

源
廷
尉　
　

内
大
臣

び
に
右
衛
門
督
淸
宗
等
の
首
、
源
廷
尉
の
家
人
等
、
六
條
河
原
に
持
ち
向
ふ
。

非

使
大
夫
尉
知
康
・
六

位
尉
章
貞(

中
略)

府
生
經
廣
・

康
等
、
其
の

に
莅
み
て
、
之
を

け
取
り
、
獄
門
の

の
樹
に
懸
く
。
此
の
事
、
頭
右
大
辨
光

雅

臣
參
陣
し
て
別
當
家

。
に
仰
す
。
別
當
、
頭
辨
に
仰
す
。
頭
辨
、
大
夫
史
隆
職
に

ふ
。
隆
職
、
廷
尉
知
康
に

ふ
と
云
々
。

…
…
…
…
Ｂ�

〃　

２
・�

６
・�

11
条

31
５11

�

伊＝豫
大
夫

＝官

＝義
經　
　

去
ぬ
る
十
一
日

び
に
今
日
、
伊

─
─
─
─
─
─
─
─

豫
大
夫

官
義
經
、
潜
か
に
仙
洞
に
參
り
、
奏
聞
し
て
云
は
く
、

備
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守
行
家
、
關
東
に
向
背
し
謀
反
を
企
つ
。
其
の
故
は
、
其
の
身
を
誅
す
べ
き
の
趣
、

倉
の
二
位

の
命
ず
る

、
行
家
が
後
聞
に

す
る
の
間
、
何
の

怠
を
以
て
、
罪
無
き
叔
父
を
誅
す
べ
け
ん
や
の
由
、

陶
を
含
む
に
依
っ
て
な
り
。
義
經
頻
り
に
制
止
を
加
ふ
と

雖
も
、
敢
へ
て
拘
ら
ず
。
而
る
に
義
經
も
亦
、

氏
の
凶
惡
を

け
、
世
を
靜
謐
に
屬
せ
し
む
。
是
れ
盍
ぞ
大
功
な
ら
ざ
ら
ん
や
。
然

而
れ
ど
も
、
二
品
、
曾
っ
て
其
の
酬
を
存
ぜ
ず
、

々
計
ひ
宛
つ
る

の

領
等
、
悉
く
以
て
改
變
し
、
剩
り
さ
へ
誅
滅
す
べ
き
の
由
、

結
構
す
る
の
聞
え

り
。
其
の

を

れ
ん
が
爲
に
、
已
に
行
家
に
同
意
す
。
此
の
上
は
賴

討
の
官
符
を
賜
は
る
べ
し
。

許
無

く
ん
ば
、
兩
人
共
に
自
殺
せ
ん
と
欲
す
と
云
々
。
能
く
行
家
が

憤
を
宥
む
べ
き
の
旨
、

答

り
と
云
々
。
…
…
…
…
Ｂ

�

文
治
１
・�

10
・�

11
条


５11

�

伊＝豫
大
夫

＝官

＝義
經　
　

土
左

昌
俊
、
先
日
、
關
東
の
嚴
命
を
含
む
に
依
っ
て
、
水
尾
谷
十
郞
已
下
六
十
餘
騎
の
軍
士
を

し
て
、

伊

―
―
―
―
―
―
―
―

豫
大
夫

官
義
經
の
六
條
室
町
の
亭
を
襲
ふ
。
時
に
豫
州
方
の
壯
士
等
、
西
河
の
邊
に
逍
遙
す
る
の
間
、
殘
り
留
ま
る

の
家
人
幾

許
な
ら
ず
と
雖
も
、佐

四
郞
兵
衛
尉
忠
信
等
を

し
て
、自
ら
門

を
開
き
、懸
け
出
で
て
責
め
戰
ふ
。
行
家
、此
の
事
を

へ
聞
き
、

後
面
よ
り
來
り
加
は
り
て
、

共
に
防
ぎ
戰
ふ
。
仍
っ
て
小
時
あ
っ
て
昌
俊

散
す
。
豫
州
の
家
人
等
走
り
散
じ
て
之
を
求
む
。
豫
州
、

則
ち
仙
洞
に
馳
せ
參
じ
、
無
爲
の
由
を
奏
す
と
云
々
。
…
…
…
…
Ｂ�

〃　

１
・�

10
・�

17
条


５16

�

義
經　
　

左
馬
頭
能
保

。
の
家
人
等
、
京
都
よ
り
馳
せ
參
じ
て
、
申
し
て
云
は
く
、
去
ぬ
る
十
六
日
、

備

守
行
家
祗
候
人
の
家
屋

を

捕
し
、
下
部
等
を
搦
め
取
り
、
結
句
、
行
家
は
北
小
路
東
洞
院
の
御
亭
に
移
り
住
む
と
云
々
。
又
、
風
聞
の

に
云
は
く
、
去
ぬ

る
十
七
日
、
土
佐

合
戰
し
て
、
其
の
功
を
成
さ
ず
。
行
家
・
義
經
等
、
二
品

討
の
宣
旨
を
申
し
下
す
と
云
々
。
二
品
曾
て
動
搖
せ

し
め
給
は
ず
、
御
堂
供
養
の
沙
汰
の
外
、
他
無
し
と
云
々
。
…
…
…
…
Ｂ�

〃　

１
・�

10
・�

11
条
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34
５17

�

伊
豫
守　
　

山
内
瀧
口
三
郞
經
俊
が
僕
從
、
伊
勢
國
よ
り
奔
り
參
じ
て
、
申
し
て
云
は
く
、
伊
豫
守
宣
旨
と
稱
し
て
、

國
の
軍
兵
を

催
さ
る
。
此
の
間
、
經
俊
を
誅
せ
ん
が
爲
に
、
去
ぬ
る
十
九
日
、
守
護

を
圍
ま
る
。
定
め
て

れ
ざ
ら
ん
か
と
云
々
。
仰
せ
て
曰
は
く
、

此
の
事
、
實
證
に
あ
ら
ざ
る
か
。
經
俊
は
左
右
無
く
人
に
度
ら
る
べ
き
の

に
あ
ら
ず
と
云
々
。
經
俊
は
勢
州
の
守
護
に
補
し
置
か
る

る

な
り
。
…
…
…
Ｂ�

〃　

１
・�

10
・�

11
条

35
５18

�

豫
州　
　

今
日
、
豫
州
河
尻
に
至
る
の
處
に
、
攝
津
國
の
源
氏
多
田
藏
人
大
夫
行
綱
・
豐
嶋
冠

等
、

を

り
、
聊
か
矢
石
を
發

つ
。
豫
州
懸
け
敗
る
の
間
、
挑
み
戰
ふ
こ
と
能
は
ず
。
然
而
ど
も
豫
州
の
勢
、
多
く
以
て
零
落
し
、
殘
る

の
勢
幾
許
な
ら
ず
と
云
々
。

…
…
…
…
Ｂ�

〃　

１
・�

11
・�

５
条

36
５11

�

義
經　
　

行
家
・
義
經
、
大
物
の
濱
に

て
乘
船
の
刻
、
疾
風
俄
か
に

り
て
、

浪

を
覆
す
の
間
、
慮
外
に
渡

の
儀
を
止
め
、

類
分
散
し
て
、
豫
州
に

從
ふ
の
輩
纔
か
に
四
人
、

謂
伊
豆
右
衛
門
尉
・
堀
彌
太
郞
・
武
藏

辨
慶

び
に
妾
女
字
靜

。
一
人
な
り
。

今
夜
、
天
王
寺
の
邊
に
一
宿
し
て
、
此
の

よ
り

電
す
と
云
々
。
今
日
、
件
の
兩
人
を

ね

ず
べ
き
の
旨
、
院
宣
を
諸
國
に
下
さ

る
と
云
々
。
…
…
…
Ｂ�

〃　

１
・�

11
・�

６
条

37
５10

�

豫
州　
　

豫
州
、
大
和
國
吉
野
山
に
籠
る
の
由
、
風
聞
す
る
の
間
、
執
行
、
惡

等
を

催
し
て
、
日
來
山
林
に
索
む
と
雖
も
、
其
の

實
無
き
の
處
、
今
夜
亥
の
剋
、
豫
州
の
妾
靜
、
當
山

尾
坂
よ
り
降
り
藏
王
堂
に
到
る
。
其
の
躰
尤
も
奇
恠
な
り
。

徒
等
之
を
見
咎
め
、

具
し
て
執
行
の
坊
に
向
ふ
。
具
に
子
細
を
問
ふ
に
、
靜
云
は
く
、
吾
は
是
れ
九

―
―
―
―
―
―

郞
大
夫

官
今
の
伊

與
守
。

の
妾
な
り
。
大
物
の
濱
よ
り
豫
州

此
の
山
に
來
た
り
、
五
ヶ

日

留
す
る
の
處
、

徒
蜂

の
由
、
風
聞
す
る
に
依
っ
て
、
伊
豫
守
は
山
臥
の
姿
を
假
り
て

電
し
訖
ん
ぬ
。

時
に
數
多
の
金
銀
の
類
を
我
に
與
へ
、
雜
色
男
等
を
付
け
て
京
に

ら
ん
と
欲
す
。
而
る
に
彼
の
男
ど
も
戝
寶
を
取
り
、

き
峰
の
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中
に
弃
て
置
く
の
間
、
此
く
の
如
く

ひ
來
る
と
云
々
。
…
…
…
Ｂ�

〃　

１
・�

11
・�

17
条

38
５11

�
伊
豫
守
義
經　
　

伊
豫
守
義
經
・

備

守
行
家
等
京
都
を
出
で
、
去
ぬ
る
六
日
、
大
物
の
濱
に

て

に
乘
り
、
纜
を
解
く
の
時
、

惡
風
に

ひ
漂
沒
す
る
の
由
、

聞
に
及
ぶ
の
處
、
八
嶋
冠

時
淸
、
同
八
日
歸
京
し
畢
ん
ぬ
。
兩
人
未
だ
死
せ
ざ
る
の
旨
、
言
上
す

と
云
々
。
…
…
…
Ｂ�

〃　

１
・�

11
・�

10
条

39
５11

�

豫
州　
　

豫
州
、
吉
野
山
の

を
凌
ぎ
、
潛
か
に
多
武
峰
に
向
ふ
。
是
れ
大
織
冠
の
御
影
に

せ
ん
が
爲
な
り
と
。
到
着
の

は

南
院
の
内

室
、
其
の
坊
主
は
十
字
坊
と
號
す
る
惡

な
り
。
豫
州
を
賞

す
と
云
々
。
…
…
…
Ｂ�

�

〃　

１
・�

11
・�

11
条

40
５11

�

豫
州　
　

後
記�� �

611
に

見
す
。
…
…
…
Ｂ

41

６
景
時　
　

前
記
４１

に

見
す
。
…
…
…
Ａ(
ア)�(
ウ)

42

６１

�

景
時　
　

武
衛
、
御
使
を
京
都
に
發
せ
ら
る
。
是
れ
洛
陽
の
警
固
以
下
の
事
を
仰
せ
ら
る
る

な
り
。
又
、
播
磨
・
美
作
・
備

・
備

中
・
備
後
、
已
上
五
ヶ

國
は
、
景
時
・
實

等

使
を

は
し
て
、
守
護
せ
し
む
べ
き
の
由
と
云
々
。
…
…
…
Ｂ�

�

壽
永
３
・�

２
・�

18
条

43�

６３

�

梶

＝原

三
景＝時　
　

梶

─
─
─
─
─
─

原

三
景
時
が
在
京
の
郎
從
、
飛
脚

6

6

と
し
て
到
着
す
。
帥
中
納
言
經

。

の
去
ぬ
る
八
日
の

3

息3

を
持
參
す
。
其

の
趣
、
賴
經

父
子
、

方

父
子
の
事
、
申
し

け
給
ふ
の
旨
に
任
せ
て
沙
汰
し
切
ら
れ
畢
ん
ぬ
。
且
つ
は
彼
の
政
綱
、
義
顯
に

ず
る
の

、
早
く

覽
す
べ
し
。
次
に
山
上
の
兵
具
の
事
、
禁
制
す
べ
き
の
旨
、
座
主
に
仰
せ
ら
る
る
事
、
又
、
訖
ん
ぬ
。
奧
州
の
事
、

攝
政
以
下
の
諸

に
仰
せ
合
は
せ
ら
れ
、

っ
て

答

る
べ
き
の
旨
、
院
宣
を
蒙
る
て
へ
り
。
又
、
昌
寛
注
し
申
し
て
云
は
く

3

3

3

3

3

3

3

3

、
去
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十
九
日
に
按
察
大
納
言

び
に
侍
從

經
籠
居
す
。
同
十
三
日
、
彼
の
父
子
及
び
左
衛
門
尉
政
綱
等
、
見
任
を
解
却
せ
ら
る
と
云
々
。

…
…
…
Ａ(

ア)�(

ウ)�

文
治
５
・�

４
・�

11
条

44�

６５

�

景
時　
　

今
日
、
後

兵
衛
尉
基
淸
、
使

と
し
て
上
洛
す
。
定
綱
・
定
重
が
事
に
依
っ
て
、
山
門
の
訴
、
更
に
休
み

し
。
殆
と
定

重
を
斬
罪
に
行
は
る
べ
き
の
由
を
申
す
と
云
々
。
飛
脚

々
到
來
す
る
の
間
、
重
ね
て
此
の
儀
に
及
ぶ
。
先
度
言
上
し
給
ふ
の
趣
に

て
は
、
已
に
叡
聞
に

す
。
之
に
就
き
て
内
々
宥
め
仰
せ
ら
る
と
雖
も
、

徒
更
に
靜
謐
せ
ず
と
云
々
。
然
れ
ば
、
若
し
左
右
無
く
梟

罪
に
及
ば
ば
、
景
時
私
か
に

徒
に
懇

せ
し
め
、
佐
々
木
庄
已
下
、
定
綱
が
知
行

分
は
、
未
來
際
を
限
り
、
山
門
に
附
し
奉
る

べ
き
の
趣
、
問
答
す
べ
き
の
由
、
仰
せ

は
さ
る
と
云
々
。
…
…
…
Ｂ�

建
久
２
・�

４
・�

16
条

45�

７
御
使　
　

記
６１

に

見
す
。
…
…
…
Ｂ

46�

８
實＝　
　

記
６１

に

見
す
。
…
…
…
Ｂ

47�

９１�

大
井
兵
衛
次
郞
實
春　
　

申
の
尅
、
伊
勢
國
の
馳
驛
參
着
す
。
申
し
て
云
は
く
、
去
ぬ
る
四
日
、
波
多
野
三
郞
・
大
井
兵
衛
次
郞
實
春
・

山
内
瀧
口
三
郞
、

び
に
大
内
右
衛
門
尉
惟
義
が
家
人
等
、
當
國
羽
取
山
に

て
、
志
太
三
郞
先
生
義
廣
と
合
戰
す
。
殆
と

日
に
及

び
て
雌
雄
を
爭
ふ
。
然
而
し
て

に
義
廣
が
首
を
獲
た
り
と
云
々
。
…
…
…
Ｂ�

元

１
・�

５
・�

11
条

48
210�

親
能　
　

閑
院

幸
の
爲
に
、
樂
屋
二
本
の
幄

、

び
に
幔
十
八
帖
の
事
、
去
ぬ
る
八
日
に
仙
洞
に
染
め

ず
る
の
由
、
親
能
京
都

よ
り
申
し

3

3

3

る3

な
り
。
…
…
…
Ａ(

ウ)�

文
治
３
・�

10
・�

18
条

49
310�

親
能　
　

去
ぬ
る
元

二
年
五

廿
二
日
に
流
罪
せ
ら
る
る

の

氏
の

坐
の
内
、

法
印
大

都
良
弘
、
阿
波
國
に

は
さ
れ
訖

ん
ぬ
。
而
る
に
去
ぬ
る
三

卅
日
、
召
し

さ
る
る
の
由
、
親
能
之
を
申
す

3

3

3

3

。
…
…
…
Ａ(

ウ)�
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�

〃　

４
・�

４
・�

10
条

50
410�

親
能　
　

酉
の
尅

2

2

2

、
親
能
が
飛
脚

6

6

京
都
よ
り
參
着
す
。
去
ぬ
る
十
三
日
に
六
條
殿
焼
亡
す
と
云
々
。
寶
藏

び
に
御
倉
は
災
を

る
と

雖
も
、
長
講
堂
に

て
は
災
す
。
本

は
之
を
取
り
出
し
奉
る
と
云
々
。
…
…
…
Ａ(

ア)�

〃　

４
・�

４
・�

10
条

51
510�

式
部
大
夫
親
能　
　

式
部
大
夫
親
能
が
飛
脚

6

6

、
京
都
よ
り
參
着
す
。
去

廿
五
日
、
東
大
寺
の

内
に

て
、
寺

と
武
家
の
使
と
鬪

亂
し
、

互
に
傷
死
す
。
疵
を
被
る

數
十
人
な
り
。
今
日
廿
九
日
、
在
京
の
士
卒
南
都
に
發
向
せ
し
め
ん
と
欲
す
る
の
處
、

の
御

大
事
と
し
て
禁
制
を
加
ふ
べ
き
の
旨
、
右
武
衛

び
親
能
に
仰
せ
ら
る
る
の
間
、
暫
く
之
を
留
む
。
則
ち
仰
せ
に
應
じ
て
、
武
士
の
發

向
を
留
め
畢
ん
ぬ
る
の
由
、
帥
殿
に
申
し
上
ぐ
る

な
り
と
云
々
。
是
れ
高
太
入

を
殺
害
す
る
事
に
依
っ
て

ね
沙
汰
す
べ
き
の
由
、

二
品
下
知
し
給
ふ
の
間
、
親
能
使

を
南
都
に

は
し
、

ね
ん
と
欲
す
る
の
處
、
其
の
成
敗
を

待
た
ず
、
忽
ち
に
此
の
狼
藉
出
來

す
と
云
々
。
…
…
…
Ａ(

ア) �

〃　

４
・�

11
・�

６
条

52 �

106

�

親
能　
　

大
理
の
姫
君
、
左
大
將
良
經。

に
嫁
し
給
ふ
べ
し
。
其
の
儀
已
に

々
に
在
り
と
云
々
。
仍
つ
て
姫
君
の
御
裝
束
御
臺

の

御
沙
汰
。

女

五
人
、
侍
五
人
の
裝
束

び
に
長
絹
百
疋
幕
下
の

御
分
。

沙
汰
し

ら
る
べ
き
の
由
、

日
に
其
の
定
め

り
て
、
御
家
人
等
に
宛
て
ら
る
。
女

の
裝
束
は
、
親
能
・
廣
元
等
京
都
に

て
調

す
べ
き
の
由
、
領

を
申
し
了
ん
ぬ
。
惟
義
・
重
弘
・

綱
等
、
又
、
侍
の
裝
束
を

ず
べ
し
と
云
々
。
絹
は
善
信
・
義
澄
・
盛
長
・
知
家
・

元
・

已
下
に
宛
て
ら
る
る

な
り
。
而
る
に
五
輩
の
分
は
沙
汰
を
致

す
。
殘
る

の
分
は
參
期
遲
々
す
。
御
氣
色
快
か
ら
ず
、
奉
行
人
俊

・
盛
時
等
を
御

に
召
し
、
其
の
由
を
仰
せ
ら
る
。
諸
人
恐
怖

す
る
の
處
、
善
信
秀
句
を
申
し
て
云
は
く
、
先
立
ち
て
參
着
す
る
絹
は
、
早
馬
に
付
け
て
早
く
參
る
。
未
だ
到
ら
ざ
る
絹
は
、
練
り
て

參
る
の
間
、
遲
引
す
る
か
と
云
々
。
時
に
御
入
興
、
彼
の
輩
の
事
、
沙
汰
無
く
し
て
止
み
了
ん
ぬ
。
此
の
間
、
面
々
に
絹
を

ず
と
云
々
。
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仍
っ
て
安

新
三
郞
に

け
取
ら
し
む
。

曉
京
都
に
持
參
す
べ
き
の
由
と
云
々
。
…
…
…
Ｂ�

�

建
久
２
・�

６
・�

９
条

53
７10�

親
能　
　

親
能
・
廣
元
等
の
使8

8

、
京
都
よ
り
參
着
す
。
去
ぬ
る
十
七
日
、
法
住
寺
殿
御
移
徙
の
儀

り
。

事
無
爲
と
云
々
。
大
理

其
の

を
獻
ぜ
ら
る
る

な
り
。
其
の
日
出
仕
の
人
々
、
攝
政
殿
・
右
大
將
賴
實

。(

中
略)

頭
中
將
實

臣
・
頭
大
藏

宗
賴

臣
已
下
な
り
。

六
條
殿
よ
り
出
幸
、
掃
部
頭
安
倍
季
弘

臣
反
閇
に
候
ず
。
陰
陽
頭
賀
茂
宗
憲

臣
新
御

に
候
ず
。
又
、
反
閇
を
奉
仕
す
。

牛
二

頭
を
引
か
る
。
殷
富
門
院
同
じ
く
入
御
。
少
納
言
賴

・
勘
解
由
次
官
淸
長
、水
火
の
役
に
候
ず
。
又
、女

二
位
局

駈
四
人
、
衛
府

四
人
を
具
す
。

參
上
す
。

入
御
の
後
、
五
菓
を
供
ふ
。(
中
略)

、

掃
部
頭
親
能
薄
靑
織
の

襖
狩
衣
。

・
大
夫

官
廣
元
白
襖
一
斤
染
の
衣
、

禮
、
帶
劍
せ
ず
。
召
に
依
っ
て
御

の
堂
上
に
參
ず
。

親
能
、
左
中
將
親
能

臣
を
以
て
御
劍
錦
の
袋
に

入
る
。

を
賜
は
る
。
廣
元
同
じ
く
之
を
給
は
る
。
左
少
將
忠
行
之
を

ふ
と
云
々
。
廣
元

3

に3

載
せ
て
申
し
て
云
は
く

3

3

3

3

3

3

3

3

3

、
鴾
毛
の
御
馬
三
疋
、
御
移
徙
の
後

に
之
を
引
き
進
ず
と
云
々
。(

後
略)

…
…
…
Ａ(

ア)�
�

�

〃　

２
・�

11
・�

11
条

54
216�

典

＝大
夫　
　

典

―
―

―
―大
夫
・

七
等
、
關
東
の
御
使
と
し
て
、
院
宣
を
帶
し
て
畿
内

國
を

し
、
土
民
訴
訟
を
成
敗
す
。
然
る

間
、
當
時
、
其
の
誤
り
を
聞
か
ず
。
二
品
内
々
感
じ
仰
せ
ら
る
る
の
處
、
尾
張
國
に
玉
井
四
郞
助
重
と
い
ふ

り
。
本
よ
り
猛
惡
を

先
と
爲
し
、
諸
人
に
愁
へ
を
懷
か
し
む
る
の
由
謳
歌
す
。

日
殊
に
又
、

の
科

り
。
仍
つ
て
件
の
兩
人
、

ね
沙
汰
せ
ん
が
爲
に
、

召
文
を

は
す
と
雖
も
、
敢
へ
て
應
ぜ
ず
、

っ
て
謗
言
に
及
ぶ
。
時
に
久
經
等
、
子
細
を
言
上
す
る

3

3

3

3

3

3

3

の
間
、
俊

奉
行
と
し
て
、
今

日
、
助
重
に
仰
せ
ら
れ
て
云
は
く
、
綸
命
を

背
す
る
の
上
は
、
日
域
に
住
す
べ
か
ら
ず
。
關
東
を
忽
緖
せ
し
む
る
に
依
っ
て
、

倉

に
參
ず
べ
か
ら
ず
。
早
く

電
す
べ
し
と
云
々
。
…
…
…
Ａ((

ウ) �

元

２
・�

６
・�

16
条
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55
316�

久
經　
　

久
經
・
國

等
が
使8

8

、
京
都
よ
り
參
着
す
。
院
廳
の
御
下
文
を
帶
し
て
、
已
に
以
て
鎭
西
に
赴
き
畢
ん
ぬ
と
云
々
。
彼
の

3

3

御
下
文
案

3

3

3

3

を
持
參
す
。

ち
俊

に
預
け
置
か
る
る

な
り
。
其
の

3

3

3

に
云
は
く
、（
院
廳
御
下

文
案
文
略

）
…
…
…
Ａ(

ア)�(

ウ)

�

〃　

２
・�

８
・�

11
条

56
217�

＝七　
　

記
216

に

見
す
。
…
…
…
Ａ(

ウ)

57
317�

＝七　
　

記
316

に

見
す
。
…
…
…
Ａ(

ア)�(

ウ)

58
111

橘
馬
允
公
長　
　

記
５11

�
に

見
す
。
…
…
…
Ｂ

59

221

�

源

＝藏
人
大
夫＝賴
　
　

今
日
、
源

―
―
―
―
―
―
―

藏
人
大
夫
賴

、
京
都
よ
り
參
着
す
。
去
ぬ
る
五

、
家
人
久
實
、
犯
人
晝
の
御
座
の

御
劔
の
盜
人
。
を
搦
め

ず
。

件
の
賞
に
依
っ
て
、
去
ぬ
る
十
一
日
、
從
五
位
上
に
敍
す
。
久
實
、
又
、
兵
衛
尉
を
賜
は
る
。
而
る
に
息
男
久
長
に
讓
る
の
由
、
之
を

■

■

申
す

■

■

。
…
…
…
Ａ(

ア)�(

イ)�

文
治
１
・
10
・
11
条

60
222

��

源

＝藏
人
大
夫＝賴
　
　

源

―
―
―
―
―
―
―

藏
人
大
夫
賴

が
使8

8

、
京
都
よ
り
參
着
し
、
書3

3

を
獻
ず
。
大
内
守
護
の
間
、
去

廿
八
日
、
仁
壽
殿
の

に

て
犯
人
を
搦
め
獲
た
り
。
推
問
す
る
處
、
大
内
を
燒
か
ん
と
欲
す
と
云
々
。
此
の
上
子
細
に
及
ば
ず
、
則
ち

首
す
る
の
由
、

之
を
載
す

3

3

3

3

と
云
々
。
度
々
勳
功
を
顯
し
、
武
勇
に

て
頗
る
父

に
耻
ぢ
ざ
る
の
旨
、
將
軍
家
殊
に
感
じ
給
ふ
と
云
々
。
…
…
…
Ａ　

(

ア)(

ウ)�

建
久
５
・�

４
・�

７
条

61
111�

景
季　
　

景
季
・
成

等
入
洛
す
。
則
ち
配
流
の
人
々
の
事
を
申
す
と
云
々
。
…
…
…
Ｂ�

文
治
１
・�

９
・
11
条

62
211�

梶
原
源
太
左
衛
門
尉
景
季　
　

梶
原
源
太
左
衛
門
尉
景
季
、京
都
よ
り
歸
參
す
。
御

に

て
申
し
て
云
は
く

■

■

■

■

■

■

、伊
豫
守
の
亭
に
參
向
し
、

御
使
の
由
を
申
す
の
處
、

例
と
稱
し
て
對
面
無
し
。
仍
っ
て
此
の
密
事
、
使
を
以
て

ふ
る
事
能
は
ず
、
旅
宿
六
條
油

小
路
。

に
歸
る
。
一
兩
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日
を

隔
て
て
、
又
、
參
ぜ
し
む
る
の
時
、
脇
足
に
懸
り
乍
ら

は
る
。
其
の
躰
誠
に
以
て
憔
悴
す
。
灸
數
ヶ

り
。
而
し
て
試

み
に
行
家

討
の
事
を

す
る
の
處
、
報
へ
ら
れ
て
云
は
く
、

勞
更
に
僞
ら
ず
。
義
經
が
思
ふ

は
、
縱
ひ

竊
の
如
き
の
犯
人
た

り
と
雖
も
、
直
に
之
を
糺
し
行
は
ん
と
欲
す
。
况
ん
や
行
家
が
事
に

て
を
や
。
彼
は
他
家
に
非
ず
。
同
じ
く
六
孫
王
の
餘
苗
と
し
て
、

弓
馬
を
掌
る
。
直
な
る
人
に
准
じ

し
。
家
人
等
許
り
を

は
し
て
、
輙
く
降
伏
し

し
。
然
れ
ば
、
早
く
療
治
を
加
へ
、

愈
の
後
、

計
を
廻
ら
す
べ
き
の
趣
、
披
露
す
べ
き
の
由
と
云
々
て
へ
れ
ば
、
二
品
仰
せ
て
曰
は
く
、
行
家
に
同
意
す
る
の
間
、

病
を
構
ふ
る
の

條
、
已
に
以
て
露
顯
せ
り
と
云
々
。
景
時
之
を
承
り
、
申
し
て
云
は
く
、
初
日
に
參
る
の
時
面
拜
を

げ
ず
、
一
兩
日
を
隔
つ
る
の
後

見
參

り
。
之
を
以
て
事
の

を
案
ず
る
に
、
一
日
食
せ
ず
、
一
夜
眠
ら
ず
ん
ば
、
其
の
身
必
ず
悴
れ
ん
。
灸
は
又
、
何
ヶ

と
雖
も
、

一
瞬
の
程
に
之
を
加
ふ
べ
し
。
况
ん
や
日
數
を

る
に

て
を
や
。
然

、
一
兩
日
中
に
然
る
如
き
の
事
を

構
へ
ら
る
る
か
。
同
心

用
意

る
分
、
御
疑
貽
に
及
ぶ
べ
か
ら
ず
と
云
々
。
…
…
…
Ａ(

ア)�(

イ)�

�

〃　

１
・��

10
・��

６
条

63
111��

成＝　
　

記
111�

に

見
す
。
…
…
…
Ｂ

64
116

土＝佐

昌＝俊　
　

記
５11

に

見
す
。
…
…
…
Ｂ

65
216

土＝佐
　
　

記
５16

に

見
す
。
…
…
…
Ｂ

66
316�

土＝佐

昌＝俊　
　

土

―
―
―
―
―

佐

昌
俊

び
に

黨
三
人
、
鞍
馬
山
奥
よ
り
豫
州
家
人
等
、
之
を
求
め
獲
て
、
今
日
、
六
條
河
原
に

て
梟
首

す
と
云
々
。
…
…
…
Ｂ�

〃　

１
・�

10
・
16
条

67

11�
關

＝東
發

御＝

家＝人
等　
　

關

―
―
―
―
―
―
―
―

東
發

御
家
人
等
入
洛
す
。
二
品
忿
怒
の
趣
、
先
づ
左
府
に
申
す
と
云
々
。
…
…
…
Ｂ�
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�

〃　

１
・�

11
・
５
条

68
211

昌
寛　
　

記
６３

�

に

見
す
。
…
…
…
Ａ(

ウ)

69
411�

昌
寛　
　

京
都
御
地
の
事
、
故
池
大
納
言
の
舊
跡
に
治
定
す
と
云
々
。
作
事
を
始
め
ら
る
る
の
由
、
昌
寛
之
を
申
す

3

3

3

3

と
云
々
。
…
…
…

Ａ(

ウ)�

建
久
１
・�

９
・�

10
条

70
321

�

北
條
殿　
　

諸
國

均
に
守
護
地
頭
を
補
任
し
、
權
門
勢
家
庄
公
を
論
ぜ
ず
、
兵
粮
米
段
別

五
升
。
を
宛
て
課
す
べ
き
の
由
、
今
夜
、
北
條
殿
、

中
納
言
經

に

し
申
す
と
云
々
。
…
…
…
Ｂ�

文
治
１
・
11
・
18
条

71
322

��

北
條
殿　
　

北
條
殿
申
さ
る
る

の
諸
國
の
守
護
地
頭
・
兵
粮
米
の
事
、
早
く
申

に
任
せ
て
御
沙
汰
有
る
べ
き
の
由
、
仰
せ
下
さ
る

る
の
間
、
帥
中
納
言
、

を
北
條
殿
に

へ
ら
る
と
云
々
。
…
…
…
Ｂ�

〃　

１
・
11
・
11
条

72
411��

北
條
殿　

今
度
、
行
家
・
義
經
に
同
意
す
る
の
侍
臣

び
に
北
面
の
輩
の
事
、
具
に
關
東
に

す
。
仍
っ
て
罪
科
に
申
し
行
は
る
べ
き

の
由
、
交
名
を
折
紙
に
注
し
て
、
帥
中
納
言
に

は
さ
る
。
其
の
上
、
殊
に
結
構
の

六
人
を
申
し

く
べ
き
の
旨
、
北
條
殿
に
觸
れ

仰
せ
ら
る
。

謂
六
人
は
、
侍
從
良
成
・
少
内
記
信
康
伊
與
守

右
筆
。

・
右
馬
權
頭
業
忠
・
兵
庫
頭
章
綱
・
大
夫

官
知
康
・
信
盛
・
左
衛
門

尉
信
實
・
時
成
等
也
。
又
、
右
府
關
東
を
引
級
す
る
の
聞
え

り
。
中
丹
を
露
さ
し
む
る
に
依
っ
て
、
一

の
書
を
獻
ぜ
ら
る
と
云
々
。

廣
元
・
善

（
信
カ
）

心
・
俊

・
邦

等
、
此
の
間
の
事
を
沙
汰
す
と
云
々
。
院
奏
の
折
紙
の

に
云
は
く
、（

院
奏
折
紙

び
に
右
府
に
獻
ぜ

ら
れ
し
賴

御
書
略

）
…
…
…
Ｂ��

�

〃　

１
・
11
・
６
条

73
325　�

北
條
殿　
　

吉
野
の
執
行
、
靜
を
北
條
殿
の
御
亭
に

る
。
之
に
就
き
て
豫
州
を
搜
し
求
め
ん
が
爲
に
、
軍
士
を
吉
野
山
に
發

せ
ら

������

る
べ
き
の
由
と
云
々
。
…
…
…
Ｂ�

〃　

１
・
11
・
８
条
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74
632�

北
條
殿　
　

北
條
殿
の
飛
脚

6

6

京
都
よ
り
參
着
す
。
洛
中
の
子
細
を
注
し
申
さ
る

3

3

3

3

3

。
謀
反
人
の
家
屋
等
、
先
づ
之
を
點
定
す
。
惡
事
に
同

意
す
る
の
輩
、當
時
露
顯
の
分
、

電
せ
ざ
る
樣
に
計
略
を
廻
ら
す
。此
の
上
又
、帥
中
納
言
殿
に
申
し
畢
ん
ぬ
。次
に
豫
州
の
妾
出
來
す
。

ぬ
る
の
處
、
豫
州
都
を
出
で
て
西

に
赴
く
の
曉
、

は
れ
て
大
物
の
濱
に
至
る
。
而
る
に

漂
倒
す
る
の
間
、
渡

を

げ

ず
、

類
皆
分
散
す
。
其
の
夜
は
天
王
寺
に
宿
す
。
豫
州
此
よ
り

電
す
。
時
に
約
し
て
曰
は
く
、
今
一
兩
日
當

に

て

待
つ
べ

し
。

へ
の

を

は
す
べ
き
な
り
。
但
し
、
約
日
を

ぎ
ば
、

や
か
に
行
き

く
る
べ
し
と
云
々
。

待
つ
の
處
、
馬
を

る
の

間
、
之
に
乘
る
。
何

を
知
ら
ず
と
雖
も
、
路
次
を
經
る
こ
と
三
ヶ

日

り
て
、
吉
野
山
に
到
る
。
彼
の
山
に

留
す
る
こ
と
五
ヶ

日
、

に
別
離
す
。
其
の
後
、
更
に
行
方
を
知
ら
ず
。
吾
れ

山
の

を
凌
ぎ
、
希

に
し
て
蔵
王
堂
に
着
く
の
時
、
執
行

へ
置
く

な

り
て
へ
れ
ば
、
申

此
の
如
し
。
何
樣
に
計
ひ
沙
汰
す
べ
き
か
と
云
々
。
…
…
…
Ａ（
ア
）（
ウ
）�

〃　

１
・
12
・
15
条

75
７32�

北
條
殿　
　

亦
、
北
條
殿
、
關
東
の
仰
せ
に
任
せ
て
、
屋
嶋
の

内
府
の
息
童
二
人
、
越

三
位

盛

の
息
一
人
、
之
を
搜
し
出
さ

る
。

照
寺
の
奧
、
大
覺
寺
の
北
の
菖
蒲
澤
に

て
、
權
亮
三
位
中
將
惟
盛

の
嫡
男
（
字
は

六
代
。
）
を

に
し
、
輿
に
乘
せ
し
め
野
地
に
向

は
る
る
の
處
、
神
護
寺
の
文
學
上
人
、
師
弟
の
眤
び

り
と
稱
し
、
北
條
殿
に
申
し

け
て
云
は
く
、

ら
く
子
細
を

倉
に

す
べ

し
。
其
の
左
右
を
待
つ
の
程
、
宥
め
置
か
る
べ
し
と
云
々
。

土
佐
守
宗
實(

小
松
内

府
の
息
。)

は
左
府
の

子
な
り
。
是
又
、
二
品
に
申
さ
る
。

暫
ら
く

許

る
べ
き
の
由
、
仰
せ

は
さ
る
。
之
に
依
り
、
兩
人
は
之
を
閣
か
る
。
屋
嶋
内
府
の
息
等
に

て
は

首
す
と
云
々
。

…
…
…
Ｂ�

〃　

１
・
12
・
17
条

76
８32�

北
條
殿　
　

北
條
殿
の
御
使

8

8

參
着
す
。
去
ぬ
る
十
七
日
、
解
官
の
宣
旨
3

3

を
下
さ
る
。
大
外
記
師

、
之
を

る
。
則
ち
其
の

3

3

3

を
獻
じ

奉
る
と
云
々
。(

高
階

臣
泰
經
以
下

五
名
解
官
宣
旨
略

)

…
…
…
Ａ(

ア)�(

ウ)�

〃　

１
・
12
・
29
条
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９32�

北
條
殿　
　

北
條
殿
の
飛
脚

6

6

、
京
都
よ
り
參
着
す
。
御
使
の
雜
色
鶴
二
郞
等
、
去

十
二

廿
六
日
に
入
洛
す
。
申
さ
し
め
給
ふ
の
趣
、

同
廿
七
日
に
其
の
沙
汰

り
て
、
解
官
・
配
流
等
、
藏
人
宮
内
權
少
輔
親
經
宣
下
す
。
別
當
家

・

宰

雅
長
。

除
目
を
書
す
と
云
々
。

…
…
…
Ａ(
ア)� �

〃　

２
・�

１
・�

７
条

78
1032�

北
條
殿　
　

今
日
、
北
條
殿
、
六
條
河
原
に

て
群
黨
十
八
人
の
首
を
刎
ぬ
。
凡
そ
、
此
く
の
如
き
の
犯
人
は
使
廳
に
渡
す
べ
か
ら
ず
。

直
に
刎
刑
に
處
す
べ
き
の
由
と
云
々
。
…
…
…
Ｂ�

〃　

２
・�

２
・�

１
条

79
1132�

北
條
殿　
　

北
條
殿
の
使
者
8

8

、
關
東
に
到
來
す
。
去

廿
三
日
、

中
將
時
實

臣
配
流
の
官
符
を
下
さ
る
。
周
防
國
を
改
め
、
上
總

國
に
配
流
せ
ら
る
べ
き
の
由
と
云
々
。
…
…
…
Ａ(

ア)�

〃　

２
・�

２
・�

７
条

80
1232�

北
條
殿　
　

北
條
殿
の
飛
脚

6

6

、
京
都
よ
り
到
來
し
、
院
宣

3

3

を
持
參
す
。
御
熊
野
詣
の
事
、
定
長
の
奉
書
此
く
の
如
し
。
今
春
の
中
に

げ
し
め
御
は
ん
と
欲
す
。
御
山
の
供
米
等
、
沙
汰
し

ぜ
ら
る
べ
き
の
由
と
云
々
。
則
ち
左
少
辨
の
奉
書
を
副
へ

ぜ
ら
る
る

な
り
。

是
れ
去
ぬ
る
三
日
の
戌
の
剋
、
帥
中
納
言
の
許
よ
り
北
條
殿
に
到
來
す
。
今

中
に
御

文
を
執
り

ず
べ
き
の
旨
、
嚴
密
に

觸
れ
ら

る
る
の
間
、
日
時
を
經
ず
獻
上
せ
し
む
る
の
由
、
彼
の
3

3

3

に
載
せ
ら
る
と
云
々
。(

左
少
辨
定
長
奉
ず
る
攸
の
、
院
宣
の
趣
意
を
得
て
、
日
時
を
經
ず
に
其

の
御

文
を
執
り

ず
べ
し
と
す
る
太
宰
帥
中
納
言
經

の
書

略
。

)

　
　

…
…
…
Ａ(

ア)(

ウ)　

�

〃　

２
・�

２
・�

９
条

81
1332�

北
條
殿　
　

當
番
の
雜
色

8

8

8

8

8

京
都
よ
り
參
着
す
。
北
條
殿
の
3

等3

を

ず
。
靜
女
を

催
し

り

ず
べ
し
。
又
、正

廿
三
日
・
同
廿
八
日
、

洛
中
群
盜
蜂

す
。
則
ち
之
を
搦
め
獲
て
、
去
ぬ
る
一
日
、
十
八
人

首
し

ん
ぬ
。
數
日
を
經
ば
、
寛
刑
に
似
る
の
間
、
使
廳
に
召

し
渡
す
に
及
ば
ず
、
直
に
沙
汰
を
致
す
と
云
々
。
…
…
…
Ａ(

ア)�(

ウ)　

�

〃　

２
・�

２
・�

13
条

82
1432�

北
條
殿　
　

北
條
殿
、
關
東
に
歸
る
べ
き
の
由
、
奏
聞
し
訖
ん
ぬ
。
在
京
頻
り
に
叡
慮
に
叶
ふ
の
間
、
拘
留
せ
し
め
御
ふ
と
雖
も
、
二

55



56

品
の
御
旨
を
含
み
て
已
に
歸
國
せ
ん
と
す
。
仍
っ
て
洛
中
の
事
、
何
人
に
示
し
付
く
べ
き
や
の
由
、

問

り
。
帥
中
納
言
に
付
し
て

御

事
を
奏
せ
ら
る
と
云
々
。
…
…
…
Ｂ　

�

〃　

２
・�

３
・
23
条

83
1532��

北
條
殿　
　

攝
政
殿
の
家
領
、
當
攝

の
御
方
に
付
け
ら
る
べ
き
か
の
由
、
二
品
内
々
御
存
案

り
。

攝
政
家
、
此
の
事
を
聞
き
、

を
以
て
愁
奏
せ
ら
る
。
仍
つ
て
今
日
、
帥
中
納
言
其
の
子
細
を
北
條
殿
に
仰
せ
聞
か
せ
ら
る
。
早
く
關
東
に
申
し

す
べ
き
の
由
、

御

事
を
申
さ
る
と
云
々
。(

中
略)

北
條
殿
、

日
關
東
に
歸
參
せ
ら
る
べ
き
に
依
つ
て
、
公
家
殊
に
惜
し
み
思
し
め
さ
る
る
の
由
、

帥
中
納
言

旨
を

へ
ら
る
。
是
れ
則
ち
公

に
し
て
私
を
忘
る
る
が
故
な
り
。
且
つ
は
其
の
身
下
向
せ
し
む
と
雖
も
、
穩
便
の
代
官

を
差
し
置
き
、
地
頭
等
の
雜
事
を
執
り
沙
汰
せ
し
む
べ
き
の
旨
、
度
々
仰
せ
下
さ
る
る
の
處
、
敢
へ
て
其
の
仁
無
し
。
一
旦
の

定
を

重
ん
じ
て
、
非
器
の
代
官
等
を
差
し
置
き
、
若
し
不
當
を
現
は
す
の
事

ら
ば
、

つ
て
其
の
恐
れ

る
べ
き
か
の
由
、
固
辭
再
三
に

及
ぶ
。
但
し
、
洛
中
警
衛
の
事
は
、

六
時
定
に
示
し
付
く
。
内
々
二
品
の
仰
せ
な
り
と
云
々
。
…
…
…
Ｂ　

�

�

〃　

２
・�

３
・
24
条

84
1632��

北
條
殿　
　

北
條
殿
已
に
關
東
に

發
せ
ん
と
欲
す
。
仍
つ
て
洛
中
を
警
衛
せ
ん
が
爲
に
、
勇
士
を
撰
定
し
て
、
之
を
差
し
置
か
る
。

其
の
交
名
を
折
紙
に
注
載
し
て
、
帥
中
納
言
に
付
し

ず
る

な
り
。(

京
留
人

交
名
略)

…
…
…
Ｂ　

�

〃　

２
・�

３
・
27
条

85
1832�

北
條
殿　
　

北
條
殿
京
都
よ
り
參
着
す
。
京
畿
沙
汰
の
間
の
事
、
條
々
御
問

り
。
亦
、
子
細
を
申
さ
る

■

■

■

■

■

■

。
中
に
就
き
、
謀
反
の
輩
の

知
行
の

々
を
注
し
、
其
の
地
を

知
す
べ
き
の
由
、
言
上
す
と
雖
も
、
之
を
聽
さ
れ
ず
。
次
に

攝
政
殿
仰
せ
ら
る
る
家
領
等
を
當

執
柄
の
方
に
付
け
渡
さ
れ

き
由
の
事
、
潤
色
の
詞
を
加
へ
て
計
ひ
申
さ
る
。
次
に
播
磨
國
の
守
護
人
、
國
領
を
妨
ぐ
る
由
の
事
、
在

聽
の
注
文
、
景
時
が
代
官
の

を
下
さ
る
と
雖
も
、
未
だ
是
非
を
申
し
切
ら
ず
。
次
に
今
南
・
石

の
兩
庄

び
に
弓
削
杣
の
兵

の
事
。
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度
々
院
宣
を
下
さ
る
る
の
間
、
早
く
停
止
す
べ
き
の
由
、

文
を
捧
げ
て
下
向
し

ん
ぬ
。
凡
そ
條
々
、
去

廿
四
日

奏
を
蒙
る
の
由
、

事
二
品
の
御
命
に

は
ず
と
云
々
。
…
…
…
Ａ(

ア)�(

イ)　

�

〃　

２
・�

４
・
13
条

86
1932�

北
條
殿　
　

北
條
殿
の
雜
色

8

8

京
都
よ
り
參
着
す
。
去
ぬ
る
六
日
、
左
典

の
室
家
女
子
御

の
由
、
之
を
申
す

■

■

■

■

と
云
々
。
典

申
さ

れ
て
云
は
く
、
世
上
の
嗷
々
を
鎭
む
べ
き
の
由
、
去
ぬ
る
七
日
院
宣
を
蒙
る
と
云
々
。
…
…
…
Ａ(

ア)�(

イ)　

�

〃　

２
・�

５
・
15
条

87
135��

雜
色
鶴
二
郞　
　

前
記

９32�

に

見
す
。
…
…
…
Ｂ

88
535�

雜
色
鶴
二
郞　
　

去
年
御
使
と
し
て
上
洛
せ
し
む
る

の
雜
色
鶴
二
郞
・
吉
野
三
郞
歸
參
す
。

摸
・
武
藏
兩
國
の
乃
貢
物
等
、
去

十
二
日

上
す
。
彼
の
3

抄3

を
帶
し
て
參
上
す
と
云
々
。
…
…
…
Ａ(

ア)�(

ウ)　

�

建
久
６
・�

２
・�

４
条

89

43�

梶

＝原
刑
部

景＝　
　

梶

―
―
―
―
―
―
―

原
刑
部

景
、
京
都
よ
り
使8

8

を

じ
、
内
大
臣
家
の
訴
の
事
を
執
り
申
す

■

■

■

■

。
是
れ
家
領
等
、
武
士
の
爲

に
押
妨
せ
ら
る
る
事
な
り
。

謂
越

國
は
北
條
殿
の
眼
代
、
越
後
介
高
成
國
務
を
妨
ぐ
。
般
若
野
庄
は

内

宗
、
瀨
高
庄
は

内

景
、
大
嶋
庄
は
土
肥
次
郞
實

、
三
上
庄
は
佐
々
木
三
郞
秀
綱
、
各
々
或
い
は
三
年
、
或
い
は
一
兩
年
、

務
を
煩
は
し
、
乃
貢
を

抑
ふ
と
云
々
。
二
品
殊
に
驚
か
し
め
給
ひ
、

や
か
に
妨
げ
を
止
む
べ
き
の
由
、
面
々
に
仰
せ
含
め
ら
る
べ
き
の
由
と
云
々
。
…
…
…

Ａ(

ア)�(

イ)　

�

文
治
２
・�

６
・
17
条

90
143�

刑

＝部

景＝　
　

左
馬
頭
の
飛
脚
、
京
都
よ
り
到
來
す
。
豫
州
、
仁
和
寺
・
石
倉
の
邊
に
隱
居
す
る
の
由
、
其
の
告

る
に
依
つ
て
、

刑

―
―

―
―

―

部

景
・
兵
衛
尉
基
淸
已
下
の
勇
士
を

は
す
と
雖
も
、
其
の
實
無
し
。
而
る
に
當
時
叡
山
に
在
り
て
、
惡

等
扶
持
す
る
の
由
、

風
聞
す
と
云
々
。
…
…
…
Ｂ　

�

〃　

２
・�

６
・
22
条

91
243�

梶

＝原
刑
部

景＝　
　

梶

―
―

―
―

―
―

―

原
刑
部

景
、
去
夜
京
都
よ
り
歸
參
す
。
是
れ
去
年
勇
士
を
廿
六
ヶ

國
に
撰
び

は
さ
る
る
の
時
、
土
佐
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國
に
向
ふ

な
り
。
件
の
國
、
嚴
命
の
如
く
之
を
沙
汰
し
鎭
め
て
參
上
す
。
今
日
御

に
召
し
て
、
洛
中
の
事
等
を

ね
給
ふ
。
先
づ
、

豫
州

電
の
後
の
沙
汰
の
次
第
、

び
に
同
意
の
輩
の
事
、
具
に
言
上
す

■

■

■

■

■

。
又
、
申
し
て
云
は
く

■

■

■

■

■

■

、
春
三

の
比
、
群
盜
の
張
本

庄�
司
丹
波
國

の
住
人
。
を
召
し
、
左
獄
に
禁
め
置
か
る
。
餘
人
競
ひ
來
り
て
彼
の
獄
を
切
り
破
り
、
庄
司
以
下
の
犯
人
悉
く

れ
出
で
訖
ん
ぬ
。
仍

つ
て
別
當
家
通
。

廷
尉
等
に
仰
せ
て
、
諸
方
を
搜
し

ぬ
と
雖
も
、
出
來
せ
ず
。
而
る
に
八

十
一
日
、―

―

景
搦
め
獲
た
り
。
同
廿

一
日
、
大
理
の
門
下
に
將
て
參
り
、
廷
尉
に

け
取
ら
し
む
と
云
々
。
…
…
…
Ａ(

ア)(

イ)　

�

〃　

２
・�

９
・
15
条

92
145�

因

＝幡

司

＝廣
元　
　

因
―
―
―
―
―
―

幡

司
廣
元
、
關
東
に
歸
參
す
。
去
ぬ
る
比
上
洛
す
る

な
り
。
諸
國
守
護
地
頭
の
條
々
の
事
、
委
細
下
問

に
預
り
、

存
を
言
上
し
了
ん
ぬ
。
又
、
播
磨
・
備

の
両
國
の
武
士
の
妨
げ
、
注
文
之
を
給
は
り
、
糺

す
べ
き
の
由
仰
せ
を
蒙

る
。
是
れ
廣
元
は
、
二
品
の
御
腹
心

一
の

た
る
の
由
、
去

十
四
日
、
公
家
の
御
沙
汰
に
及
ぶ
。
面
目
の
至
る

な
り
と
云
々
。

…
…
…
Ａ(

ア)�

〃　

２
・�

⑦
・
19
条

93
345�

因

＝幡

司

＝廣
元　
　

因

―
―
―
―
―
―

幡

司
廣
元
が
使8

8

、
京
都
よ
り
參
着
す
。
去
ぬ
る
十
五
日
六
條
若
宮
に

て
放
生
會
を
始
行
せ
ら
る
る
の
處
、

見
物
の
雜
人
の
中
に
闘
亂
出
來
し
、
疵
を
被
る
の

等

り
と
云
々
。
…
…
…
Ａ(

ア)　

�

〃　

３
・�

８
・�

25
条

94
445�

廣
元　
　

閑
院
修

の
事
、
其
の
功
漸
く
成
る
。
來

上
旬
に

幸
あ
る
べ
き
の
旨
、
之
を
承
る
。
定
め
て
御
勸
賞
を
仰
せ
ら
る
る
か

の
由
、
廣
元
言
上
す
る

3

3

3

3

の
間
、
勸
賞
の
事
御
沙
汰
に
及
ば
ば
、
早
く
辭
す
べ
き
の
趣
、
盛
時
に
仰
せ
て
、
御
書
を
廣
元
の
許
に

は
さ

る
る
な
り
。
其
の
詞
に
云
は
く
、(

盛
時
奉
、
賴

御
書
略

)

…
…
…
Ａ(

ウ)　

�

〃　

３
・�

10
・
25
条

95
545�

廣
元　
　

閑
院
修

勸
賞
の
事
、
辭
し
申
す
べ
き
の
旨
、

ね
て
以
て
廣
元
が
許
に
仰
せ

は
さ
れ
畢
ん
ぬ
。
廣
元
其
の
趣
を
得
て
、

つ
て
辭
し
申
す
に
依
つ
て
、
其
の
沙
汰
無
し
て
へ
れ
ば
、
去
十
三
日

幸
の
次
を
以
て
、

摸
・
武
藏
兩
國
重
任
と
爲
す
べ
き
の
由
、



之
を
仰
せ
ら
る
る
許
り
な
り
。
仍
つ
て
御
感
の
院
宣

3

3

を
下
さ
れ
、
今
夕

2

2

到
來

3

3

す
。
其
の
詞
に

く(

太
宰
權
帥

原

經

奉
院
宣
略)

…
…
…
Ａ(

ウ)　

�

�

〃　

３
・
11
・
28
条

96
645�

因

＝幡

司

＝廣
元　
　

因

―
―
―
―
―
―

幡

司
廣
元
の
使8

8

、
京
都
よ
り
到
來
す
。
申
し
て
云
は
く

■

■

■

■

■

■

、
今

三
日
に
熊
野
參
詣
に

發
す
る

な
り
。

而
る
に
其
の
精

中
に
御
感
の
仰
せ
を
蒙
る
て
へ
り
。
閑
院

び
に
六
條
殿
の
修

已
下
、
事
に

て

を

め
、
殊
に
神
妙
な
り
と

云
々
。
凡
そ
歡
喜
の

抑
へ

し
。
此
の
仰
せ
、

に
陰
德
の
致
す

か
と
云
々
。
次
に
廣
元
が
知
行
す
る
周
防
國
嶋
末
庄
の
事
、
女

三
條
局
、
折
紙
を
捧
げ

望
す
る
の
間
、
帥
中
納
言
の
奉
と
し
て
、
知
行
の
由
緖
を

ね
ら
る
る
の
間
、
子
細
を
注
し
、

を

じ

ん
ぬ
。
定
め
て
直
に
仰
せ
下
さ
れ
ん
か
。
廣
元
言
上
の
樣
を
知
ろ
し
め
さ
れ
ん
が
爲
に
、
彼
の

3

3

3

の
案
文

3

3

3

を

ず
る
の
由
と
云
々
。

(

嶋
末
庄
知
行
由

緒

案
文
略

)

…
…
…
Ａ(

ア)(

イ)(

ウ)�

〃　

４
・
12
・
12
条

97
459

�

廣
元　
　

下
總
守
義
定
申
す
條
々
の
事
、

答
の
趣
、
權
中
納
言
經

。

執
り

ぜ
ら
る
る

の
院
宣
は
、
右
大
辨
宰

定
長
。

の
奉
書
な
り
。

義
定
之
を
拜
見
せ
し
め
、
愁
緖
彌
膓
を
斷
つ
と
云
々
。
其
の

に
云
は
く
、(

以
下
、
權
中
納
言
經

宛

右
大
辨
書
信
概
要
摘

)

下
總
守
安
田
義
定
は
、
他
餘
の
國
守

等
に

異
し
て
、
納
む
べ
き
濟
物
を
納
め
ぬ
許
り
か
、
恒
例
・
臨
時
の
課
役
を

擔
す
る
事
儘
な
ら
ず
、
他
の

め
を
も
果
さ
ぬ
事
が

多
く
、
加
え
て
六
條
殿

營
に
際
し
て
は
、
諸
國
が
皆
了
承
し
た
の
に
、
其
の
舊
知
行
國
な
る

江
一
國
而
已
が
、
彼
此
言
つ
て
直
ぐ

に
は
承
諾
せ
ず
、
二
品
源　

賴

の
強
い
責
め
に
依
り
、
甫
て
澁
々
乍
ら
、
後
れ
て
隨
ふ
抔
と
謂
ふ
風
に
、
公
事
に
は
可
成
り
の
怠
慢

が
認
め
ら
れ
る
。
斯
様
な
義
定
が

江
國
を
七
ヶ

年
知
行
の
後
、
他
國
下
總
に

任
せ
ら
る
る
の
は
、
豈
に
御
優
恕
に
あ
ら
ざ
ら
ん
や
。

然
う
し
た
事
の
仔
細
に
就
き
て
は
、
院
の
義
定
へ
の
思
召
し
が
、
中
納
言

原
經

を

し
て
、
廣
元
の

倉
下
向
の
砌
り
に
仰
せ

ら
る
る

り
で
あ
る
。
…
…
…
Ｂ�

〃　

６
・�

２
・
25
条
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98
45

10
�

廣
元　
　

法
金
剛
院
領
怡
土
庄
の
事
、
地
頭
職
を
去
り

ぜ
し
め
給
ふ
べ
き
の
由
、
度
々
院
宣
を
下
さ
れ
畢
ん
ぬ
。
而
る
に
奧
州
征
伐

の
後
、
仰
せ
に
隨
ふ
べ
き
の
趣
、
先
日
御

文
を
獻
ぜ
ら
る
る
の
間
、
義
經
・
泰
衡
滅
亡
し
畢
ん
ぬ
。
然
而
ど
も

、
能
盛
法
師
知
行

し

き
か
の
由
、
御
沙
汰

り
て
、
下
さ
る
る
院
宣
、
今
日
到
來
す
と
云
々
。（
以
下
、
院
宣

び
に
源
二
位
賴

宛

權
中
納
言

原
經

書
信
概
要
摘

）
後
白
河
院

臣
の
能
勢
法

師
が

す
る
怡
土
庄
に
就
き
窺
ひ
み
る
に
、
同
法
師
が
同
庄
の
知
行
を
容
易
な
も
の
な
ら
し
め
ん
が
爲
に
は
、
如
何
に
し
て
も
、
同

庄
の
地
頭
職
を
停
廢
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
斯
う
し
た
旨
の
院
宣
は
、

に
去
々
年
二
品
源　

賴

の
許
に
下
さ
れ
て
い
た
。
攸
で
賴

は
、

然
う
し
た
旨
の
院
宣
に
應
へ
て
、
奧
州
征
伐
後
に
其
の
仰
せ
に
隨
ふ
旨
の
御

文
を
提
出
し
て
い
た
。
其
れ
に
も
拘
ら
ず
、
今
以
て
其

れ
が
果
た
さ
れ
ぬ
儘
で
あ
る
。
其
處
で
後
白
河
院
は
、
能
勢
法
師
が
同
庄
を
知
行
し

し
と
す
る

き
を
哀
れ
に
し
て
、
不
都
合
な
こ

と
と
思
し
召
さ
れ
て
、
再
度
、
同
趣
旨
の
院
宣
を
賴

に
下
さ
れ
る
と
共
に
、
在
洛
中
の
廣
元
に
、
然
う
し
た
事
を
仔
細
に
言
い
含
め

ら
れ
た
と
謂
う
。
而
し
て
斯
う
し
た
事
は
、
帥
中
納
言

原
經

か
ら
賴

へ

は
さ
れ
た
書

か
ら
も
知
り
得
ら
れ
る
攸
で
あ
る
。

…
…
…
Ｂ�

〃　

６
・�

３
・�

９
条

�

99
45

11

�

廣
元　
　

右
兵
衛
督
能
保

。
の
書

到
來
す
。
廣
元
の
使8

8

に
付
せ
ら
る
る

な
り
。
院
宣

3

3

定
長

の
奉
。

び
に
權
中
納
言

3

3

3

3

經3

3

。

の3

3

等
を
執
り

ぜ
ら
る
と
云
々
。
其
の
詞
に
曰
は
く
、（
以
下
、
權
中
納
言
經

宛
右
大
辨
定
長
書

に
み
る
「
二
位

被
レ

申
條
々
事
」
と
し
て
掲
記
さ
れ
て

い
る��

諸
事
項
・
諸
内
容
中
、
主
要
な
大
内
裏
修

に

な
う
褒
賞
の
件
に
関
わ
る
事
柄
の
概
要
摘
記
。�

）此
の
件
に
関
し
て
は
、

に
去

十
一
日
に
提
出
さ
れ
て
い
る
御

文
に
演
べ
ら
れ
て
い
る
攸
で
あ
る
。
是
れ
に
依
れ
ば
、
内
裏
修

が
、
己
の
知
行
國
に
対

す
る
賦
課
に
依
つ
て
爲
さ
れ
て
い
る
事
か
ら
し
て
、
褒
賞
さ
れ
て
は
定
め
て
傍
輩
が
不

に
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
又
、
他
國
に
忠

を
盡
し
た

も
あ
ろ
う
事
か
ら
し
て
、
然
う
し
た
褒
賞
に
就
い
て
は
考
え
て
お
ら
ず
、
唯
、
然
樣
に
院
よ
り
御
褒
め
を
賜
は
る
事
こ

そ
が
、
何
よ
り
の
褒
賞
と
存
じ
上
げ
て
い
る
と
謂
う
も
の
で
あ
る
。
…
…
…
Ａ(

ア)(
ウ)�

〃　

６
・�

３
・�

14
条

60



61

100
1245�

因

＝幡

司

＝廣
元　
　

因

―
―
―
―
―
―

幡

司
廣
元
、京
都
よ
り
參
着
す
。
去
年
の

、御
使
と
し
て
上
洛
す
る

な
り
。
二
品
の
申
さ
し
め
給
ふ
條
々
、

悉
く
以
て

答

り
。
具
に
其
の
趣
を
言
上
す

■

■

■

と
云
々
。
亦
、
彼
の
便
宜
に
付
し
て
、

大

正
公
顯

3

息3

を
獻
ず
。
去
ぬ
る
三
日
、

天
台
座
主
に
補
し
訖
ん
ぬ
。
智
證
の
門
人
、

え
て
此
の
例
無
し
。
仍
つ
て
山
徒
殊
に
之
を
鬱
し
申
す
と
雖
も
、

命
限
り

り
。
宣

命
を

け
取
り
、
同
六
日
辭

を
上
る
と
云
々
。
此
の

正
は
二
品
御
歸
依
の

な
り
。
八
十
一
の
老
後
に
此
の
慶
賀

り
と
云
々
。

…
…
…
Ａ(

ア)(

イ)(
ウ)�

〃　

６
・�

３
・�

20
条

101
1445��

廣

＝元

臣　
　

大
理
能
保

。

び
に
廣

─
─
─
─

元

臣
等
の
飛
脚

6

6

參
着
す
。
各
々
書3

3

を
獻
ぜ
ら
る
。
去

の
比
、
佐
々
木
小
太
郞
兵
衛
尉
定

重
、

江
國
彼
の
庄
に

て
日
吉

の
宮
仕
法
師
等
を
刃
傷
す
。
仍
つ
て
山
徒
蜂

し
、

司
奏

を
捧
げ
て
參
洛
し
、
定
重
が
身
を

賜
は
る
べ
き
の
由
、
之
を
申
す
。
又
、
延

寺

司
等
を
關
東
に
差
し

ず
べ
き
の
由
、
風
聞
す
。

家
の
大
事
、
忽
然
と
し
て
出
來
す
。

其
の
濫
觴
は
、

江
國
佐
々
木
庄
は
、
延

寺
の
千

供
領
な
り
。
去
年
水
損
の
愁

り
て
、
乃
貢
太
だ
闕
乏
の
間
、
定
綱�

定
重
が

父
。

�

と

云
ひ
、
土
民
と
云
ひ
、
之
を
沙
汰
し

ら
ん
と
欲
す
る
に

無
し
。
仍
つ
て

徒
等
、
去

下
旬
、
日
吉

の
宮
仕
等
を
差
し

は
し
、

日
吉
の
神
鏡
を
捧
げ
て
定
綱
が
宅
に
亂
入
し
、
門

を
叩
き
、
城
壁
を
破
り
、
家
中
の
男
女
を
譴
責
し
、
頗
る
恥
辱
に
及
ぶ
。
時
に
定

重
一
旦
の
忿
怒
に
堪
へ
ず
、郞
從
等
を
し
て
宮
仕
等
一
兩
人
を
刃
傷
せ
し
む
。
此
の
間
誤
り
て
神
鏡
を
破
損
す
と
云
々
。
…
…
…
Ａ（
ア
）

（
ウ
）�

建
久
２
・�

４
・�

５
条

102
1545�

大
夫
尉
廣
元　
　

大
夫
尉
廣
元
の
飛
脚

6

6

、
京
都
よ
り
參
着
す
。
大
理
書3

3

を
獻
ぜ
ら
る
。
去

廿
六
日
、
山
門
の

徒
、
左
衛
門
尉
定

綱
を
訴
へ
申
さ
ん
が
爲
に
、
八
王
子
・
客
人
・
十
禪
師
・

園
・
北
野
等
の
神
輿
を
頂
戴
し
、
閑
院
皇
居
に
參
ず
る
の
間
、
則
ち
罪
名

を
群
議

り
。
死
罪
一
等
を

じ
、

流
に
處
せ
ら
る
べ
し
と
云
々
。
其
の
趣
定
め
て
宣
下
せ
ら
れ
ん
か
の
由
。
又
、

江
守
義
定
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臣
の
飛
脚
參
じ
申
し
て
云
は
く
、
當
時
禁
裏
の
守
護
番
な
り
。
去

廿
六
日
、
神
輿
入
洛
の
時
、
家
人
等

禦
く
に
及
び
、
鬪
戰
を
發

す
べ
か
ら
ざ
る
の
由
、
頻
り
に
別
當
宣

る
の
間
、

愼
す
る
處
に
、
家
人
四
人
、
同
じ
く

從
三
人
、
忽
ち
に
山
徒
の
爲
に
刃
傷
せ

ら
る
。

威
を
仰
ぎ
神
鑒
を
怖
る
る
に
依
つ
て
、
已
に
勇
士
の

を
忘
る
る
が
如
し
。
殆
と
人
の
嘲
り
を
招
く
べ
き
か
と
云
々
。
此
の

事
其
の
沙
汰

り
。
善
信
・
行
政
・
俊

・
盛
時
等
、
召
に
依
つ
て
参
上
す
と
云
々
。
…
…
Ａ（
ア
）（
ウ
）�

〃　

２
・�

５
・�

２
条

103
1645��

大
夫
尉
廣
元　
　

大
夫
尉
廣
元
、
去

廿
日
、
賀
茂
祭
に
供
奉
し
て
、
院
の
御

の
御
馬
を
賜
は
る
。
則
ち
御

舍
人
金
武
。

を
具
す
。

凡
そ
眉
目
を
施
す
と
云
々
。
そ
の
間
の
記3

3

之
を

ず
。
又
、
申
し
て
云
は
く

3

3

3

3

3

3

、
上
皇
の
御
願
と
し
て
、

江
國
高
嶋
郡
に
、
五
丈
の

毘
沙
門
天
の
像
を
安
ん
ぜ
ら
る
。

日
供
養
の
儀

る
べ
し
と
云
々
。
善
信
此
の
事
を
聞
き
、
申
し
て
云
は
く
、
彼
の
像
は
、
去
ぬ
る

養
和
の
比
、
仙
洞
に

て
佛
師
院

法
印
に
仰
せ
て
之
を
作
り
始
め
ら
る
と
。
幕
下
仰
せ
て
曰
は
く
、
此
の
事
度
々
風
聞

る

な
り
。

國
在
世
の
時
よ
り

立
し
奉
る
。
推
量
の
及
ぶ

、
源
氏
調
伏
の
爲
か
。
頗
る
甘
心
せ
ず
と
云
々
。
仍
つ
て
其
の
趣
、
内
々
廷
尉

の
許
に
仰
せ

は
さ
る
と
云
々
。
…
…
…
Ａ(

ウ)�

〃　

２
・�

５
・�

12
条

104
1745��

廣
元　
　

前
記

610
に

見
す
。
…
…
…
Ｂ

105
1845

廣
元　
　

前
記

７10
に

見
す
。
…
…
…
Ａ(

ア)(

ウ)

106
2045�

廣＝元

臣＝　
　

廣

─
─
─
─

元

臣
の
使8

8

、
京
都
よ
り
參
着
す
。
去
ぬ
る
十
三
日
、
夜
に
入
り
て
入
洛
す
と
云
々
。
法
皇
の
御
惱
殆
と
危

。

仍
つ
て
御
劔
は
則
ち
石
淸
水
に

り
奉
る
の
由
之
を
申
す

■

■

■

■

。
…
…
…
Ａ(
ア)(
イ)�

〃　

３
・�

２
・�

22
条

107
2145�

廷
尉
廣
元　
　

廷
尉
廣
元
の
書3

3

、
京
都
よ
り
參
着
す
。
當
職
の
事
、

に
辭

を
上
り
訖
ん
ぬ
。
其
の
案
文

3

3

み
て
獻
上
す
と
云
々
。

此
の
事
、
太
だ
御
意
に

叶
ふ
と
云
々
。
彼
の

3

3

3

に
云
は
く

3

3

3

3

、（
以
下
、
件
の

、
即
ち

帶
の
左
衛
門
尉
・

非

使
職
を
罷
め
ら
れ
ん
こ
と
を

ふ

の
概
要
摘
記
。

）
素
よ
り
己
が
性
暗

に
し
て
、
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心

察
に
あ
ら
ざ
れ
ど
、
昨
年
四

一
日
に
は
、

法
博
士
・
左
衛
門
大
尉
に
任
ぜ
ら
る
。

ち

非

使
の
宣
旨
を
蒙
る
。
此
等
三

箇
の
恩
は
、

詮
、
一

に
耐
へ
ず
。
斯
く
な
る
を
以
て
、
同
年
十
一

五
日
に
、
先
づ
、
李
曹
の
儒
職
た
る

法
博
士
を

る
る
も
、

、

に
棘
署
・

非

使
廳
の
法
官
に
は
留
任
す
。
茲
に
翻
つ
て
思
ふ
に
、
己
が
一
族
で
代
々
の
跡
を
承
繼
す
る

は
皆
、
南
堂
の

風
を
學
修
す
。
而
る
に
校
尉
左
衛
門
尉
は
、
天
皇
の
爪
牙
に
し
て
、

ら
車
駕
の
警
固
・
守
衛
に
任
じ
、
廷
尉

非

使
は
、
黎
民
の

銜
勒
に
し
て
囹
圄
に
関
は
る
事
を
主
務
と
す
る
も
の
。
仍
つ
て
此
等
の
役
職
は
、名
譽
あ
る

分
の
其
れ
で
は
あ
る
が
、之
を
辭

し
て
、

唯
、
天
皇
に
忠
誠
の
心
を
盡
さ
ん
こ
と
而
已
を
庶
幾
ふ
。
願
わ
く
は
、
天
皇
の
御
慈
悲
を
得
て
、
枉
げ
て
己
が
思
ひ
を

り
上
げ
ら

れ
ん
こ
と
を
。
然
す
れ
ば
、
内
に
は
瞰
鬼
の
廻
眸
を

け
、
外
に
は
議
人

口
の

を
弭
め
、

兢
の
至
り
を
慰
め
得
よ
う
。
…
…
…

Ａ(

ウ)�

〃　

３
・�

３
・�

２
条

108

46
兵
衛
尉
基
淸　
　

前
記

143
に

見
す
。
…
…
…
Ｂ

109
147�

比

＝企

内

宗＝　
　

北
條
兵
衛
尉
の
飛
脚
参
着
す
。
申
し
て
云
は
く
、
去
ぬ
る
廿
二
日
、

屋

太

季
、
堀
彌
太
郞
を

り
、
佐

兵

衛
尉
を
誅
す
て
へ
り
。
景
光
が
白

に
云
は
く
、
豫
州
、
此
の
間
、
南
京
の
聖
弘
得
業
が
邊
に
在
り
。
又
、
景
光
與
州
の
使

と
し
て
、
度
々

木
工
頭
範
季
が
許
に
向
ひ
て
、
示
し
合
は
す
る
事

り
と
云
々
。
仍
つ
て
南
都
の
事
は
、
左
典

に
付
し
て
奏
聞
を
經
、
五
百
餘
騎
を

比

―
―

企

内

宗
に
差
し
副
へ
て
、
之
を
搜
し
求
め
ん
が
爲
に
、
南
都
に

は
し
了
ん
ぬ
と
云
々
。
…
…
…
Ｂ�

文
治
２
・�

９
・�

29
条

110
472

��

宗＝
　

去

―
―

宗
等
、
南
都
に
打
ち
入
り
て
、
聖
弘
得
業
が
邊
を
搜
し
求
む
と
雖
も
、
義
行
本
名
義
經
、
去
ぬ

る
比
、名
を
改
む
。
を
獲
ざ
る
の
間
、
空
し
く

以
て
歸
洛
す
。
之
に
依
つ
て
南
都
頗
る
物

、

徒
蜂

を
成
し
、

訴
を
含
み
、
維
摩
大
會
を
停
止
す
べ
き
の
由
風
聞
す
と
云
々
。

…
…
…
Ｂ　

�

〃　

２
・�

10
・�

10
条
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111
347�

比

＝企

内

宗＝　

當
時
、
比

─
─

─
─

─
─

企

内

宗
已
下
の
御
家
人
、
郞
從
等
を
南
都
に
差
し
置
き
、
聖
弘
得
業
の
坊
を
守
る
。
是
れ
義
顯
を

ね
ん
が
爲
な
り
。
而
る
に
去
ぬ
る
比
、
山
階
寺
の
別
當

正
參
洛
を
企
つ
。
此
の
事

に
一
寺
滅
亡
の
基
た
る
べ
き
か
。
早
く

ね
索

む
べ
き
の
趣
、
申
し

く
る
の
由
、
右
武
衛
申
し

ら
る
る

な
り
。
…
…
…
Ｂ　

�

〃　

２
・�

12
・�

15
条

112
251�

下
河
邊
庄
司　
　

下
河
邊
庄
司
・
千
葉
介
等
が
上
洛
に
付
し
て
、
洛
中
の
群
盜
以
下
の
條
々
、
奏
聞
せ
し
め
給
ふ
事
、
悉
く

答

り
。

其
の

3

3

3

、
今
日

倉
に
到
來
す
る

な
り
。
又
、
御
熊
野
詣
の
用

の
事
、
仰
せ
下
さ
る
。
不
日
に
御

文
を

ぜ
し
め
給
ふ
べ
き
の

由
と
云
々
。
院
宣
に
云
は
く
、(

太
宰
權
帥

原
經

奉
院
宣

び
に
二

品
賴

宛
權
帥
中
納
言
經

書
信
略

)

…
…
…
Ａ(

ウ)　

�

〃　

３
・�

10
・
３
条

113
351�

下

＝河
邊
庄
司＝行
　
　

下

―
―
―
―
―
―
―

河
邊
庄
司
行

・
千
葉
介
常
胤
、
京
都
よ
り
歸
參
す
。
院
宣

3

3

等
に

て
は
、
先
々
雜
色
に
付
し
て

上
し
畢

ん
ぬ
と
云
々
。
爰
に
兩
人
を
御

に
召
さ
れ
、
上
洛
の
間
、
京
中
靜
謐
の
由
叡
感
に
及
ぶ
。
尤
も
御
眉
目
た
る
の
趣
、
感
じ
仰
せ
ら
る

る

な
り
。
而
し
て
行

―
―

、
九

十
一
日
に
入
洛
し
、

夜

ね
て
承
り
及
ぶ
群
盜

會
の

々
を
窺
ひ
、
郞
從
を
し
て
夜
行
を
致
さ

し
む
る
の
處
、

寺
の
邊
に

て
奇
恠
の

に
行
き

ふ
。
人
數
八
人
、
殘
ら
ず
之
を
搦
め
取
り
、

犯
を

ね

ら
む
る
の
間
、

常
胤
を

待
た
ず
、
將
又
、
使
聽
に

觸
れ
ず
、
北
條
殿
の
例
に
任
せ
て
、
彼
等
が
首
を
刎
ね
訖
ん
ぬ
。
常
胤
、
同
十
四
日
に
京
着
す
。

各
々
在
洛
し
、
幾
日
数
を

ず
と
雖
も
、
更
に
狼
藉
の
事
を
聞
か
ず
、
自
然
に
無
爲
な
り
。
誠
に
是
れ
將

の
然
か
ら
し
む
る

に
依

る
か
。
次
に
在
京
武
士
の
事
、
御
使
の
雜
色

び
に
兩
人
の
使
を
以
て
、
日
時
を
廻
ら
さ
ず
、
悉
く
之
を
召
す
に
、
來
り

ま
る

な

り
。

ね
問
ひ
訖
ん
ぬ
。
面
々
に
陳
じ
申
す
の
旨

り
て
、
子
細
無
き
に
あ
ら
ず
。
其
の

3

3

3

五
十
三

3

3

3

3

、
之
を

上
す
。
其
の
上
、

犯
の
實
證
無
し
。
沙
汰
に
能
は
ざ
る
事
な
り
と
云
々
。
之
に
就
き
て
、
件
の
陳

等
、
帥
中
納
言
に
付
す
べ
き
か
の
由
、
其
の
沙
汰

り
と
雖
も
、
關
東
武
士
の

行
と

全
く
風
聞
せ
ざ
る
の
由
、
院
宣
に
載
せ
ら
る
る
の
間
、
斟
酌
を
加
へ
、
之
を
備

せ
ず
、
持
參
せ
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し
む
る
の
由
、
行

―
―

等
之
を
申
す

3

3

3

3

。
此
の
事
、
其
の
理
然
る
べ
し
。
仍
つ
て
又
、
御
感

り
て
營
中
に
留
め
ら
る
と
云
々
。
…
…
…
Ａ

(
ア)(
イ)(

ウ)�

〃　

３
・

・
８
条

52
千
葉
介　
　

前
記
51
に

見
す
。
…
…
…
Ａ(

ウ)

52
千
葉
介
常
胤　
　

前
記
51
に

見
す
。
…
…
…
Ａ(

ア)(

イ)(

ウ)

67�

佐
々
木
左
衛
門
尉
定
綱　
　

佐
々
木
左
衛
門
尉
定
綱
が
飛
脚

6

6

參
着
す
。
申
し
て
云
は
く

■

■

■

■

■

■

、
去
ぬ
る
十
三
日
亥
の
刻
、
右
武
衛
の
室
、

に
依
つ
て
卒
し
給
ふ
と
云
々
。
二
位
家
殊
に

息
し
給
ふ
。
今
年
四
十
六
と
云
々
。
…
…
…
Ａ(

ア)(

イ)　

�

建
久
１
・�

４
・
20
条

85
吉
野
三
郞　
　

前
記
35
に

見
す
。
…
…
…
Ａ(

ア)((

ウ)

　
　
　

〈
賴
家
將
軍
記
〉

���

掃＝部
入

＝　
　

未
の
尅

2

2

2

、
掃

―
―
―
―

部
入

�

・�

佐
々
木
左
衛
門
尉
定
綱�

・�

小
山
左
衛
門
尉

政
大
番

仕
の

爲
、
在
京
す
。
等
の
飛
脚

6

6

參
着
す
。
申
し
て
云
は
く

■

■

■

■

■

■

、

去

廿
三
日
、
天
皇
、
仙
洞

二
條

殿

。
に

覲
行
幸
す
。
春
宮
・
七
條
院
・
一
宮
同
じ
く
臨
幸
す
。
爰
に
越
後
國
の
住
人
、
城
四
郞

長
茂

城
四
郞
助

國
が
四
男
。�

軍
兵
を
引

し
、

政
が
三
條
東
洞
院
の
宿
廬
を
圍
む
。

政
行
幸
に
供
奉
す
る
留
守
の
程
な
り
。
殘
り
留
ま
る

の
郞
從

等
禦
ぎ
戰
ふ
の
間
、
長
茂
引
き

く
。

ち
行
幸

御
以

に
仙
洞
に
推
參
し
、
四
門
を
閉
ぢ
て
關
東
を

討
す
べ
き
の
宣
旨
を
申
す
。

然
れ
ど
も

許
無
き
に
依
つ
て
長
茂

電
し
、
淸
水
坂
に

る
の
由
風
聞
す
る
の
間
、

政
等
馳
せ
向
ふ
と
雖
も
、
行
方
を
知
ら
ず
と

云
々
。
彼
の
使

、
先
づ
大
官
令
の
亭
に
到
着
し
、
次
に
御

に
參
る
。
此
の
間
、
諸
人
群
參
し
、

倉
中
騒
動
す
。
制
止
を
加
へ
ら



66

る
る
に
依
っ
て
、
夜
に
入
り
て
靜
謐
す
と
云
々
。
…
…
…
Ａ(

ア)(

イ)　

�

正
治
３
・�

２
・�

３
条

67�
佐
々
木
左
衛
門
尉
定
綱　
　

摸
權
守

び
に
佐
々
木
左
衛
門
尉
定
綱
等
が
飛
脚

6

6

、
京
都
よ
り
參
着
す
。
去

廿
二
日
、
頭
辨
公
定

臣
を
奉
行
と
し
て
、

江
國
の
住
人
柏
原
彌
三
郞
を

討
す
べ
き
の
由
、
宣
下
せ
ら
る
。
是
れ

年
事
に

て
帝
命
を
背
く
が
故
な
り

と
云
々
。
…
…
…
Ａ(

ア)�

〃　

２
・�

11
・�

１
条

67��

佐
々
木
左
衛
門
尉
定
綱　
　

前
記
10
に

見
す
。
…
…
…
Ａ(

ア)(

イ)

67�

佐
々
木
左
衛
門
尉
定
綱　
　

佐
々
木
左
衛
門
尉
定
綱
が
飛
脚

6

6

參
着
す
。
申
し
て
云
は
く

■

■

■

■

■

■

、
柏
原
彌
三
郞
、
去
年
三
尾
谷
十
郞
が
爲
に
襲

は
る
る
の
刻
、

亡
す
る
の
後
、
行
方
を
知
ら
ざ
る
の
處
、
廣
綱
が
弟
四
郞
信
綱
、
件
の
在

を
伺
ひ
得
て
、
今

九
日
之
を
誅
戮
す

と
云
々
。
…
…
…
Ａ(

ア)(

イ)　

�

建
仁
１
・�

５
・
17
条

98�

親
長　
　

親
長
京
都
よ
り
歸
參
す
。
國
人
播
磨
國
惣

捕
使
芝
原
太
郞
長
保
を
具
し
下
る
。
是
れ
景
時
が
與
黨
な
り
。
佐
々
木
左
衛
門

尉
廣
綱
、
郞
從
を

副
へ
て
之
を

り

ず
。
親
長
御

に
參
じ
て
申
し
て
云
は
く

■

■

■

■

■

■

、
去
ぬ
る
二
日
に
入
洛
し
、
同
七
日
、
廣
綱
・
基

淸

共
に
、
先
づ
景
時
が
五
條
坊
門
面
の
宅
を

捕
し
、
郞
從
を
縛
す
。
其
の
白

に
就
き
て
、

江
國
富
山
庄
に

て
長
保
を
生

る
と
云
々
。
長
保
に

て
は
、
義
盛
が
宅
に

は
さ
る
る

な
り
。
…
…
…
Ａ(

ア)(

イ)�

　

正
治
２
・�

２
・
20
条

100�

澁
谷
次
郞
高
重　
　

先
日
上
洛
す
る
澁
谷
次
郞
高
重
・
土
肥
先
次
郞
惟
光
等
歸
着
す
。
申
し
て
云
は
く

■

■

■

■

■

■

、
高
重
等
上
洛
以

に
、
官
軍

彼
の
柏
原
彌
三
郞
が
住

、

江
國
柏
原
庄
に
發
向
す
る
の
刻
、
三
尾
谷
十
郞
ゝ
ゝ
、
件
の
居

の
後
面
の
山
を
襲
ふ
の
間
、
賊
徒

電
し
畢
ん
ぬ
。
今
兩
使
其
の
行
方
を
伺
ふ
と
雖
も
、
據
る

無
き
に
依
つ
て
歸
參
す
と
云
々
。
…
…
…
Ａ(

ア)(

イ)

�

〃　

２
・�

12
・�

27
条



124
1101

土
肥
先
次
郞
惟
光　
　

前
記

1100
に

見
す
。
…
…
…
Ａ(

ア)(

イ)
125

102
小
山
左
衛
門
尉

政　
　

前
記

８10
に

見
す
。
…
…
…
Ａ(

ア)(

イ)

126

103
信
綱　
　

前
記

367
に

見
す
。
…
…
…
Ｂ

127
1104

善

＝士　
　

善
―
―
―

士
京
都
よ
り
歸
參
す
。
申
し
て
云
は
く

■

■

■

■

■

■

、
十
五
日
御
辭
表
を
捧
ぐ
。

許
無
く
、

し
下
さ
る
と
云
々
。
…
…
…
Ａ

　
　

(

ア)(

イ)	

建
仁
１
・	

12
・	

28
条

　
　
　

〈
實

將
軍
記
〉

128
446	 	

後＝
左＝衛
門
尉

＝基
淸　
　

右
衛
門
權
佐

雅
、
仙
洞
に
候
じ
、
未
だ

出
せ
ざ
る
の
間
、
圍
碁
の
會

る
の
處
、
小
舍
人
童
走
り
來
り

て
金
吾
を
招
き
、

討
使
の
事
を
告
ぐ
。
金
吾
更
に
驚
動
せ
ず
、
本

に
歸
參
し
目
算
せ
し
む
る
の
後
、
關
東
よ
り
誅
罰
の

使
を
差

し
上
せ
ら
れ
、

迯
に
據
無
し
。
早
く
身
の
暇
を
給
は
る
べ
き
の
旨
、
奏
し
訖
ん
ぬ
。
六
角
東
洞
院
の
宿
廬
に

出
す
る
の
後
、
軍
兵

五
條

官

範
・
後

―
―
―
―
―
―
―
―

左
衛
門
尉
基
淸
・
源
三
左
衛
門
尉
親
長
・
佐
々
木
左
衛
門
尉
廣
綱
・
同
彌
太
郞
高
重
已
下
襲
ひ
到
り
て
、
暫
ら

く

戰
ふ
と
雖
も
、

雅
度
を
失
ひ
て

亡
し
、
松
坂
の
邊
に

る
。
金
持
六
郞
廣
親
・
佐
々
木
三
郞
兵
衛
尉
盛
綱
等
、
彼
の
後
を

ふ
の
處
、
山
内
持
壽
丸	

後
に
六
郞

基
と
號
す
。

刑
部
大
夫
經
俊
が
六
男
。	

右
金
吾
を
射
留
む
と
云
々
。
…
…
…
Ｂ	

元
久
２
・
⑦
・
26
条

129
546	

後

＝大
夫＝官
基＝淸　
　

後

―
―

―
―

―
―

―
―

大
夫

官
基
淸
が
飛
脚

6

6

、
京
都
よ
り
參
着
す
。
申
し
て
云
は
く

■

■

■

■

■

■

、
去
ぬ
る
三
日
、
白
河
の
邊
に
謀
叛
の

り
。
基
淸

ち
行
き
向
ひ
て

捕
す
る
の
處
、
郞
從
等
多
く
以
て
疵
を
被
る
。
然
れ
ど
も

に
件
の
賊
主
を

す
。
是
れ
伊
勢

67



68

氏
の
餘
流
掃
部
權
助
正
重
と
云
々
。
驕
奢

る
に
依
つ
て
、
烏
合
し
申
さ
ん
と
擬
す
る

な
り
。
…
…
…
Ａ(

ア)(

イ)

	

建
保
６
・	

１
・	

12
条

130
646	<

差
遣
者
不
明
〉
基
淸
カ　
　

京
都
の
飛
脚

6

6

參
着
す
。
申
し
て
云
は
く

■

■

■

■

■

■

、
去
ぬ
る
廿
一
日
、
山
門
の

徒
、
日
吉
・

園
・
北
野
等
の
神
輿
を
頂

　
　

	

戴
し
て
入
洛
し
、
閑
院
殿
の
陣
頭
に
振
り
奉
る
。
仍
つ
て
北
面
の

を

は
さ
れ
、
之
を
防
禦
せ
ら
る
。
又
、
住
京
の
健
士
光
員	

・	

基

淸	

・	

能
直
・
廣
綱
等
、

定
に
依
つ
て
、
宮
門
に
馳
せ
參
じ

支
ふ
る
の
處
、
加

兵
衛
尉
光
資
光
員
が
男
。
後
に
加

新
左
衛
門
尉
と
號
す
。

八
王
子
の
駕
輿
丁

の
男
の
腕
を

り
落
す
の
間
、
神
輿
を
汚
穢
せ
し
む
。
仍
つ
て
振
り
弃
て
奉
り
て
歸
山
す
。
是
れ
石
淸
水
別
當
法
印
宗
淸
、
鎭
西
の
筥

崎
宮
に
執
務
す
る
の
間
、
天
台
の
末
寺
大
山
寺
の
神
人
、

頭
の
長
光
安
、
筥
崎
宮
の
留
主

摸
寺
主
行

び
に
子
息
左

將
監

光
助
等
が
爲
に
殺
害
せ
ら
る
。
仍
っ
て

徒
蜂

し
、
奏

を
勒
し
て
訴
へ
申
す
の
間
、
行

・
光
助
禁
獄
せ
ら
る
と
雖
も
、
筥
崎

宮
を
沒
收
し
て
、
山
門
領
と
爲
し
、

び
に
宗
淸
法
印
を
配
流
せ
ら
る
べ
き
の
由
、
之
を
訴
へ
申
し
、
神
輿
を
動
か
し
奉
る

な
り
。

…
…
…
Ａ(

ア)(

イ)	

〃　

６
・	

９
・	

29
条

131
389	

季
時　
　

西
國
守
護
の
沙
汰
の
事
に
依
つ
て
、
季
時
が
使8

8

參
着
す
。
仍
つ
て
今
日
御

に

て
其
の
沙
汰
を
經
ら
る
。
廣
元

臣
・

善
信
・
行
光
・
盛
時
等
之
を
參
行
す
。
…
…
…
Ａ(

ア)	

承
元
２
・	

④
・	

26
条

132
489	

駿＝河

司＝季
時　
　

駿

─
─
─
─
─
─

河

司
季
時
が
使8

8

、
京
都
よ
り
參
着
す
。
申
し
て
云
は
く

■

■

■

■

■

■

、
去

晦
日
未
の
尅
、
高
陽
院
殿
の
馬
場
御

燒

失
す
と
云
々
。
…
…
…
Ａ(

ア)(

イ)	

〃　

４
・	

３
・
10
条

133
298	

源
三
左
衛
門
尉
親
長　
　

前
記

446
に

見
す
。
…
…
…
Ｂ

134
1105	

武

＝藏
守

雅＝　
　

武

―
―
―
―
―

藏
守

雅
が
飛
脚

6

6

到
着
す
。
申
し
て
云
は
く

■

■

■

■

■

■

、
去
ぬ
る

日
、
雅
樂
助

維
基
が
子
孫
等
、
伊
賀
國
に

り
、
中



69

宮
長
同
度
光
が
子
息
等
、
伊
勢
國
に

り
、
各
々

す
と
云
々
。
彼
の
兩
國
の
守
護
人
山
内
首

刑
部

經
俊
、
子
細
を

ぬ
る

の
處
、
左
右
無
く
合
戰
を
企
つ
。
經
俊
無
勢
に
依
つ
て

亡
す
る
の
間
、
凶
徒
等
二
ヶ

國
を

領
し
、
鈴
鹿
の
關
・
八
峯
山
等
の

路

を
固
む
。
仍
つ
て
上
洛
の
人
無
し
と
云
々
。
…
…
…
Ａ(

ア)(

イ)	

元
久
１
・	

３
・	

９
条

135
2105	

武

＝藏
守

雅＝　
　

武

―
―
―
―
―

藏
守

雅
が
飛
脚

6

6

到
着
す
。
申
し
て
云
は
く

■

■

■

■

■

■

、
去

廿
三
日
に
出
京
す
。
爰
に
伊
勢

氏
等
鈴
鹿
の
關

を
塞
ぎ
、

險
阻
を
索
む
る
の
際
、
縱
に
合
戰
を

げ
ず
と
雖
も
、
人
馬

ひ

き
に
依
つ
て
、
美
濃
國
を
廻
り
て
、
同
廿
七
日
伊
勢
國
に
入
り
、

計
議
を
凝
ら
し
て
、
今

十
日
よ
り
同
十
二
日
に
至
る
ま
で
合
戰
す
。
先
づ

士
三
郞
基
度
が

郡
富
田
の
舘
を
襲
ひ
て
、
挑
戰
尅

を
移
し
、
基
度

び
に
舍
弟
松
本
三
郞
盛
光
・
同
四
郞
・
同
九
郞
等
を
誅
す
。
次
に
安
濃
郡
に

て
、
岡
八
郞
貞
重
及
び
子
息

類
を

攻

す
。
次
に
多
氣
郡
に
到
り
て
、
庄
田
三
郞
佐

・
同
子
息
師

等
と

戰
ふ
。
彼
の
輩

に
以
て
敗
北
す
。
又
、
河
田
刑
部
大
夫

を
生

る
。
凡
そ
狼

兩
國
を
靡
か
す
と
雖
も
、
蜂

三
日
を
軼
ぎ
ず
。
件
の
殘

、

、
伊
賀
國
に
在
り
。
重
ね
て
之
を

討
す
べ

し
と
云
々
。
…
…
…
Ａ(

ア)(

イ)　
　
　
　
　

	

〃　

１
・	

４
・	

21
条

136
3105	

武

＝藏
守

雅＝　
　

―
―

雅
が
飛
脚

6

6

重
ね
て
到
來
す
。
去

廿
九
日
、
伊
勢
國
に
到
る
。

氏
雅
樂
助
三
郞
盛
時

び
に
子
姪
等
、
城

を

當
國
六
ヶ

山
に
搆
へ
、
數
日

支
ふ
と
雖
も
、―

―

雅
武
勇
を
勵
ま
す
の
間
、
彼
等
が
防
戰
利
を
失
ひ
て
敗
北
す
。
凡
そ
張
本
若
菜
五
郞

が
、
城

を
搆
へ
處
る

は
、

謂
伊
勢
國
日
永
・
若
松
・
南
村
・
高
角
・
關
・
小
野
等
な
り
。

に
關
・
小
野
に

て
其
の
命
を
亡

ぼ
す
と
云
々
。
度
々
の
合
戰
の
次
第
、
軍
士
の
忠
否
等
、
分

に
之
を
注
し
申
す

3

3

3

3

3

3

。
山
内
首

刑
部

經
俊
・
同
瀧
口
六
郞
等
、
始
め
は
、

氏
の
猛
威
を
怖
れ
て

電
せ
し
む
と
雖
も
、
後
に
は―

―

雅
に
行
き

ひ
て
、

共
に
征
伐
を
勵
ま
す
の
由
、
同
じ
く
之
を
載
す

3

3

3

3

と
云
々
。

…
…
…
Ａ(

ア)(

ウ)	

〃　

１
・	

５
・	

６
条



70

137
1110		

江＝
左＝馬
助　
　

─
─
─
─
─

江
左
馬
助
、
去
ぬ
る
五
日
、
京
都
に

て
卒
去
の
由
、
飛
脚

6

6

到
着
す
。
是
れ

州
當
時
の
寵
物
牧
の
御
方
腹
の
愛

　
　

	
子
な
り
。
御
臺

御

へ
の
爲
に
去

上
洛
し
、
去
ぬ
る
三
日
京
着
す
。
路
次
よ
り
病
惱
、

に
大
事
に
及
ぶ
。
父
母
の
悲

更
に
比

ぶ
べ
き
も
の
無
し
と
云
々
。
…
…
…
Ａ(

ア)	

元
久
１
・
11
・
13
条

138

1142		
	

知
親　
　

知
親	

元

の
字
な
り
。
美
作
藏
人

親
と
、
名
字	

着
到
の
時
、
混
亂
す
る
の
間
、
之
を
改
む
。

京
都
よ
り
歸
參
す
。
京
極
中
將
定
家

臣
に

は
さ
る
る

の
御
歌

3

3

、
合
點
を
加
へ

3

3

3

3

3

し

ず
。
又
、
詠
歌
口

3

3

3

3

一
卷

3

3

を
獻
ず
。
是
れ
六
義
風
躰
の
事
、
内
々

ね
仰
せ
ら
る
る
に
依
つ
て
な
り
。
…
…
…
Ａ（
ア)（
ウ
）	

	

承
元
３
・	

８
・
13
条

139
3117	

州＝　
　

―
―

州
京
都
よ
り
下
着
し
給
ふ
。
三
品
御
上
洛
の
時

從
せ
ら
る
。
而
る
に
三
品
、
去

十
五
日
に
出
京
し
給
ふ
と
雖
も
、
仙

洞
の
御
鞠
に
參
ら
ん
が
爲
に

留
せ
ら
る
と
云
々
。
…
…
…
Ａ(

ア)	

建
保
６
・	

５
・	

４
条

140
4117	

州＝　
　

―
―

州
、
召
に
依
つ
て
御

に
參
ら
る
。
洛
中
の
事

ね
仰
せ
ら
る
る
の
處
、─

─

州
申
さ
れ
て
云
は
く

■

■

■

■

■

■

■

、
先
づ
去

八
日

宮
祭
の
時
、
御
鞠
拜
見
の
志

る
の
由
、
内
々
申
す
の
間
、
件
の
宮
に
臨
幸
し
給
ふ
。
右
大
將	

蔀
車
、
隨
身

上
﨟
を
具
す
。

顯
官
の
威
儀
を
刷
は
る
。

是
れ
皆
下
官
見
物
す
る
が
故
な
り
と
云
々
。
同
十
四
日
、
初
め
て
御
鞠
の
庭
に
參
る
。
布
衣	

顯
文
紗
の
狩
衣
、	

白
の
指
貫
。

を
着
し
、

息
二
郞
時
村

二
藍
布
の
狩
衣
、

白
の
狩
袴
。

を

ふ
。
公

簀
子
に
候
ず
。
上
皇
御
簾
を
上
げ
て
之
を
叡
覽
す
。
同
十
五
日
、
十
六
日
以
後

々
參
入
す
。
當

頗
る

其
の
骨
を
得
る
の
由
、
叡
感
數
度
に
及
ぶ
。
院
中
の
出
仕
、
案
内
を
知
ら
ざ
る
の
旨
、
示
し
合
す
る
の
間
、
尾
張
中
將
淸
親
坊
門
内
府

の
甥
。

事
扶
持
す
。
生
涯
爭
か
其
の
芳
志
を
忘
れ
ん
や
と
云
々
。
…
…
…
Ａ(

ア)(
イ)	

〃　

６
・	

５
・	

５
条

141
1130

能
直　
　

前
記

646
に

見
す
。
…
…
…
Ｂ

142
1131

光
員　
　

前
記

646
に

見
す
。
…
…
…
Ｂ



143
1135	

波

＝多
野
彌
次＝郞

定＝　
　

波

―
―

―
―

―
―

―
―

多
野
彌
次
郞

定
京
都
よ
り
歸
着
す
。
去
ぬ
る
六
日
の
除
書

3

3

を
持
參
す
。
將
軍
家
左

大
將
を

任
せ
し

　
　

	
め
給
ふ
。
始
め
御
使
入
洛
の
時
、故
右
大
將
軍
の
例
に
任
せ
て
右
に
任
ぜ
ら
る
べ
し
。
仍
つ
て
右
幕
下
辭
し
申
さ
れ
ん
と
擬
す
る
の
刻
、

―
―

定
上
洛
す
る
の
間
、
亦
、
先

を
改
め
、
其
の
沙
汰

り
。
御
使
博
陸
の
御
亭
に
往
反
す
る
こ
と
數
箇
度
と
云
々
。
件
の
聞
書

3

3

、
安

藝
權
守
範
高
參

し
て
御

に
置
か
る
。(

中
略)

次
に
、―

―

定
を
簾
下
に
召
し
、
御
劔
を
賜
ふ
。
今
度
の
使

の
志
を
賞
せ
ら
る
る
が

故
な
り
。
…
…
…
Ａ(
ア)(

ウ)	

〃　

６
・	

３
・
16
条

144
1139	

信

＝濃

司
行＝光　
　

信
―
―
―
―
―
―

濃

司
行
光
が
使8

8

參
着
す
。
彼
の
宮
の
御
下
向
の
事
、今

一
日
天
廳
に

し
、仙
洞
に

て
其
の
沙
汰

り
。

兩

の
中
一

、
必
ず
下
向
せ
し
め
給
ふ
べ
し
。
但
し
、
當
時
の
事
に
あ
ら
ざ
る
の
由
、
同
四
日
、
仰
せ
下
さ
る
。
此
上
は
歸
參
す
べ

き
か
の
由
、
之
を
申
す

■

■

■

■

と
云
々
。
…
…
…
Ａ(

ア)(

イ)	

〃　

７
・
②
・
12
条

145
1140	

光
季　
　

光
季
が
飛
脚

6

6

參
着
す
。
去
ぬ
る
廿
日
戌
の
尅
、
頭
中
將
の
靑
侍
と
大
番
武
士
等
と
鬪
亂
を

す
。
同
廿
二
日
夜
に
入
り
て
、

彼
の
勇
士
等
、
夕
郞
の
亭
を
襲
は
ん
と
擬
す
る
の
由
、
風
聞
す
る
の
間
、
光
季
馳
せ
向
ひ
、
禁
制
を
加
ふ
る
に
依
つ
て
靜
謐
す
。
而
し

て
使
廳
よ
り
張
本
を
召
さ
る
る
の
由
之
を
申
す

■

■

■

■

。
…
…
…
Ａ(

ア)(

イ)	

〃　

７
・	

②
・
28
条

146
2140	

伊
賀
太
郞
左
衛
門
尉
光
季　
　

今
暁
、
御
使
忠
綱

臣
歸
洛
す
。
申
の
刻

2

2

2

、
伊
賀
太
郞
左
衛
門
尉
光
季
が
飛
脚

6

6

參
着
す
。
去

日
に

江
州
に
謀

の
輩

る
の
由
、
風
聞
す
る
の
間
、
今

一
日
よ
り
同
四
日
に
至
る
ま
で
、
搜
り
求
む
と
雖
も
、
其
の
實
無
し
。
但
し
、

疑
貽

り
て
、
一
兩
輩
を
生

る
。
是
れ
刑
部

正
長
賢
が
一
族
の
由
之
を
申
す

■

■

■

■

。
…
…
…
Ａ(

ア)(

イ)	

〃　

７
・	

３
・
11
条

　
　
　

〈
賴
經
將
軍
記
〉

71



147
７117	

州＝　
　

─
─

州
・
武
州
兩
刺
史
、
六
波
羅
の
舘
に
移
住
す
。
右
京
兆
の
爪
牙
耳
目
の
如
く
に
治
國
の
要
計
を
廻
ら
し
、
武
家
の
安
全
を

求
む
。
凡
そ
今
度
の
合
戰
の
間
、
殘

多
し
と
雖
も
、
疑
刑
は
輕
き
に
從
ふ
べ
き
の
由
、
和
談
を
經
て
、
四
面
の
網
三
面
を
解
く
。
是

れ
世
の
讚
す
る

な
り
。
佐
々
木
中
務
入

經

は
、
院
中
に
候
じ
て
合
戰
の
計
を
廻
ら
し
、
官
兵
敗
走
す
る
の
後
、
鷲
尾
に
在
る
の

由
、
風
聞
す
る
の
間
、
之
を
聞
き
て
、
武
州
、
使

を

は
し
て
曰
は
く
、

へ
て
命
を

つ
べ
か
ら
ず
。
關
東
に
申
し
て
厚

す

べ
し
て
へ
れ
ば
、
經

云
は
く
、
是
れ
自
殺
を
勸
む
る
使
な
り
。
盍
ぞ
之
を
耻
ぢ
ざ
ら
ん
や
て
へ
れ
ば
、
刀
を
取
り
て
身
肉
手
足
を
破

る
。
未
だ
命
を

へ
ざ
る
間
、
輿
に
扶
け
乘
せ
て
六
波
羅
に
向
ふ
。
武
州
其
の
體
を
見
て
、
示
し

る
の
趣
に

ひ
て
自
殺
す
る
は
本

意
を
背
く
の
由
、
之
を
稱
す
。
時
に
經

、
聊
か
兩
眼
を
見
開
き
、
快
く

ひ
て
詞
を
發
せ
ず
、

に
以
て
卒
去
す
と
云
々
。
又
、
謀

の

、

々
に

て
、
之
を
生

る
中
に
、
淸
水
寺
の
住
侶
敬

法
師
は
、
指
せ
る
勇
士
に
あ
ら
ず
と
雖
も
、
範
茂

に
從
ひ
て
宇

治
に
向
ふ
の
間
、
宥
め

し
。
一
首
の
詠
歌
を
武
州
に
獻
ず
。
仍
つ
て
感
懷
の
餘
り
に
死
罪
を

じ
、

流
に
處
す
べ
き
の
由
、
長
沼

五
郞
宗
政
に
下
知
す
と
云
々
。

ナ
レ
ハ
身
ヲ
ハ

テ
キ
武
士
ノ
ヤ
ソ
宇
治
河
ノ
瀨
ニ
ハ
タ
ゝ
子
ト　
　

今
日
、
武
州
飛
脚
を
關
東
に

は
す
。
合
戰
無
爲
に
屬
す
る
の
由
を
申
す
に
依
つ
て
な
り
。
…
…
…
Ｂ	

承
久
３
・	

６
・	

16
条

148
８117	

州＝　
　

後
記

1154
に

見
す
。
…
…
…
Ｂ

149
９117

州＝　
　

六
條
宮
は
但
馬
國
に

坐
し
給
ふ
。
法
橋
昌

守
護
し
奉
る
べ
き
の
由
、―

―

州
・
武
州
下
知
を
加
ふ
と
云
々
。
…
…
…
Ｂ　

　
　
　

	

〃　

３
・	

７
・	

24
条

150
10117	

州＝　
　

六
波
羅
の
飛
脚

6

6

到
着
し
て
云
は
く

■

■

■

、
去

廿
五
日
、
今
度
の
合
戰
の
張
本
能
登
守
秀
康	

・	

河
内

官
秀
澄
、
南
都
に
隱
居
す

72



73

る
の
由
、
其
の
聞
え

る
に
依
つ
て
、―

―

州
の
計
ひ
と
し
て
、
家
人
等
を

は
し
搜
り
求
む
る
の
間
、
件
の
兩
人
は

げ
去
り
訖
ん
ぬ
。

徒
等
蜂

し
、
夜
討
人
と
稱
し
て
、―

―

州
の
使

を
圍
み
て
合
戰
す
。
其
の
使

無
勢
に
依
つ
て
、
悉
く
以
て
殺
戮
せ
ら
れ
、
纔
に

殘
る

の
僮
僕
兩
三
輩
、
六
波
羅
に
馳
せ

り
て
事
の
由
を
訴
ふ
。
仍
つ
て―

―

州
・
武
州

談
じ
て
、

日
廿
六
日

。
午
の
刻
、
在
京

び
に

國
の
勇
士
數
千
騎
を

催
し
て
、
南
都
に
差
し
向
く
。

徒
之
を
聞
き
て
太
だ
周
章
し
、
木
津
河
の
邊
に
來
り
合
ひ
、
先
づ
使

を
以
つ
て
、
愁
へ
て
云
は
く
、
軍
兵
南
都
に
入
ら
ば
、

家
大
伽
藍
を
燒
失
す
る
の
時
に
異
な
ら
ざ
ら
ん
か
。
然
ら
ば
、
惡

等
を

搜
り

ね
、

へ
獻
ず
べ
し
て
へ
れ
ば
、
懇

の
旨
に
就
き
て
優
恕
の
儀
を
成
し
、
歸
洛
し

ん
ぬ
。
今

二
日
、
南
都
よ
り
秀
康
が

後
見
を
搦
め
出
だ
す
。
當
時
沙
汰

り
。
又
、
三
日
夜

、
殿
下
及
び
右
幕
下
の
亭
燒
亡
す
。

殿
下
の
亭
、
同
時
に
放
火
せ
し
む
と

雖
も
、
打
ち

す
。
凡
そ

の
餘
殃
、
未
だ
盡
き
ず
と
云
々
。
…
…
…
Ａ(

ア)(

イ)	

〃　

３
・	

10
・	

12
条

151
11117	

州＝　
　

─
─

州
・
武
州
の
飛
脚

6

6

京
都
よ
り
到
來
す
。
去
ぬ
る
十
四
日
午
の
尅
、
太
上
法
皇
持

院
殿
に

御
の
由
、
之
を
申
す

■

■

■

■

。
御
腫

物
に
依
っ
て
數

御
惱
な
り
。

號
の
後
、
纔
か
に
三
ヶ

年
、
御
年
四
十
五
と
云
々
。
奧
州
、
二
品
の
御
方
に
參
り
、
此
の
由
を
申
し

給
ふ
と
云
々
。
…
…
…
Ａ(

ア)(

イ)	

貞
應
２
・	

５
・	

18
条

152
3135

定＝　
　

―
―

定
、
大
神
宮
よ
り
歸
着
す
。
願
書
を
祭
主
神

大
副
隆
宗

臣
に
付
し
訖
ん
ぬ
の
由
、
之
を
申
す

■

■

■

■

。
…
…
…
Ａ(

ア)(

イ)

	

承
久
３
・	

４
・	

17
条

153
3140	

伊
賀
太
郞
左
衛
門
尉
光
季　
　

酉
の
尅

2

2

2

、
伊
賀
太
郞
左
衛
門
尉
光
季
が
使8

8

、
京
都
よ
り
到
着
す
。
申
し
て
云
は
く

■

■

■

■

■

■

、
去
ぬ
る
十
三
日

未
の
刻
、
右
馬
權
頭
賴
茂

臣
を
誅
し
、
子
息
下
野
守
賴
氏
を

に
し
訖
ん
ぬ
。
折

若
君
御
下
向
の
間
、
故
に
飛
脚
を
止
め
、
今
に

子
細
を

せ
ず
と
云
々
。
賴
茂
叡
慮
を
背
く
に
依
つ
て
、
官
軍
を
彼
の
在

昭
陽
舍	
賴
茂
大
内
を
守
護
す
る

間
、
此
の

に
住
す
。

に

は
し
て
合
戰
す
。
賴
茂
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�

び
に

類
右

將
監

仲
・
右
兵
衛
尉
源
貯
・

刑
部

賴
國
等
、
仁
壽
殿
に
入
り
籠
り
て
自
殺
し
、

内
の
殿
舍
以
下
に
放
火

す
。
仁
壽
殿
の
觀
音
像
、
應
神
天
皇
の
御
輿
、
及
び
大
嘗
會
御

位
の
藏
人
方
の
往
代
の
御

束
・
靈
物
等
、
悉
く
以
つ
て
灰
燼
と
爲

る
。

門
・
神

官
・
官
の
外
記
廳
・
陰
陽
寮
・
園
韓
神
等
、
其
の
災
を

る
と
云
々
。
…
…
…
Ａ(

ア)(

イ)�

〃　

１
・�

７
・
25
条

154
4140�

大
夫
尉
光
季　
　

午
の
刻

2

2

2

、
大
夫
尉
光
季
の
去
ぬ
る
十
五
日
の
飛
脚

6

6

關
東
に
下
着
す
。
申
し
て
云
は
く

■

■

■

■

■

■

、
此
の
間
、
院
中
に
官
軍
を
召

し

め
ら
る
。
仍
つ
て

民
部
少
輔
親
廣
入

、
昨
日

喚
に
應
ず
。
光
季
、
右
幕
下
公
經

。
の
告
を
聞
く
に
依
つ
て
、
障
り
を
申
す

の
間
、

勘
を
蒙
る
べ
き
の
形
勢

り
と
云
々
。
未
の
刻
、
右
大
將
の
家
司
主

頭
長
衡
の
去
ぬ
る
十
五
日
の
京
都
飛
脚
下
着
す
。
申

し
て
云
は
く
、
昨
日
十
四
日
。

幕
下
。

び
に

門
實
氏

。
二
位
法
印

長
に
仰
せ
て
弓
塲
殿
に
召
し
籠
め
ら
る
。
十
五
日
午
の
刻
、
官
軍

を

は
し
て
伊
賀
廷
尉
を
誅
せ
ら
れ
、
則
ち
按
察
使
光
親

に

し
て
、
右
京
兆

討
の
宣
旨
を
五
畿
七

に
下
さ
る
る
の
由
と
云
々
。

關
東
分
の
宣
旨
の
御
使
、
今
日
同
じ
く
到
着
す
と
云
々
。
仍
つ
て

ぬ
る
の
處
、

西
谷
山
里
殿
の
邊
よ
り
之
を
召
し
出
づ
。
押
松

丸
秀
康
が

從
と
云
々
。
と
稱
す
。

持
の
宣
旨

び
に
大
監
物
光
行
が
副

、
同
じ
く
東
士
の
交
名
註

等
を
取
り
て
、
二
品
の
亭
御
堂
御

と
稱
す
。

に

て
披
閲
す
。
亦
同
時
に
廷
尉
胤
義�

義
村

が
弟
。�

が
私
の
書

、
駿
河

司
義
村
が
許
に
到
着
す
。
是
れ

定
に
應
じ
右
京
兆
を
誅
す
べ
し
。

功
の
賞
に

て
は
、

ふ
に
依
る
べ
き
の
由
、
仰
せ
下
さ
る
の
趣
、
之
を
載
す
。
義
村

報
に
能
は
ず
、
彼
の
使

を

ひ

し
、
件

の
書

を
持
ち
て
、
右
京
兆
の
許
に
行
き
向
ひ
て
云
は
く
、
義
村
、
弟
の

に
同
心
せ
ず
、
御
方
に

て
無
二
の
忠
を
抽
ん
づ
べ
き

の
由
と
云
々
。
其
の
後
、
陰
陽

親
職
・
泰
貞
・
宣
賢
・
晴
吉
等
を
招
き
、
午
の
刻
初
め
の
飛
脚
到

來
の
時
な
り
。

を
以
つ
て
ト
筮

り
。
關
東
太

に
屬

す
べ
き
の
由
、
一
同
に
之
を
占
ふ
。

州
・
武
州
・

大
官
令
禪
門
・

武
州
以
下
群
集
す
。
二
品
、
家
人
等
を
簾
下
に
招
き
、
秋
田

城
介
景
盛
を
以
て
示
し
含
め
て
曰
は
く
、
皆
心
を
一
に
し
て
奉
る
べ
し
。
是
れ

期
の
詞
な
り
。
故
右
大
將
軍

敵
を
征
罰
し
、
關
東
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を
草
創
し
て
よ
り
以
降
、
官
位
と
云
ひ
、
俸
祿
と
云
ひ
、
其
の
恩

に
山
岳
よ
り
も
高
く
、
溟
渤
よ
り
も
深
し
。
報
謝
の
志
淺
か
ら
ん
や
。

而
る
に
今

臣
の
讒
に
依
つ
て
、
非
義
の
綸
旨
を
下
さ
る
。
名
を
惜
し
む
の
族
は
、
早
く
秀
康
・
胤
義
等
を
討
ち
取
り
、
三
代
將
軍
の

跡
を
全
う
す
べ
し
。
但
し
、
院
中
に
參
ぜ
ん
と
欲
す
る

は
、
只
今
申
し
切
る
べ
し
て
へ
れ
ば
、
群
參
の
士
悉
く
命
に
應
じ
、
且
つ

は

に

み
て

報
を
申
す
に
委
し
か
ら
ず
、
只
命
を
輕
ん
じ
て
恩
を
報
ぜ
ん
事
を
思
ふ
。
寔
に
是
れ
忠
臣
國
危
き
に
見
る
と
は
、
此

の
謂
か
。
武
家
天
氣
を
背
く
の

り
は
、
舞
女
龜
菊
が
申

に
依
つ
て
攝
津
國
長
江
・
倉
橋
兩
庄
の
地
頭
職
を
停
止
す
べ
き
の
由
、
二

箇
度
宣
旨
を
下
さ
る
る
の
處
、
右
京
兆
諾
し
申
さ
ず
、
是
れ
幕
下
將
軍
の
時
、

功
の
賞
に
募
り
て
定
補
せ
ら
る
る
の
輩
、
指
せ
る
雜

怠
無
く
し
て
改
め

き
由
、
之
を
申
す
。
仍
つ
て

鱗
甚
し
き
が
故
也
と
云
々
。
…
…
…
Ａ(

ア)(

イ)

�

〃　

３
・�

５
・
19
条

155
1142��

後

＝左
衛
門＝尉　
　

後
記

2144
に

見
す
。
…
…
Ｂ

156
3142��

大

＝夫

官
基＝綱　
　

今
日
、
六
波
羅
の
飛
脚

6

6

び
に
大

―
―
―
―
―
―

夫

官
基
綱
が
使8

8

參
着
す
。
申
し
て
云
は
く

■

■

■

■

■

■

、
去
ぬ
る
十
四
日
、
基
綱
木
津

河
の
北
に
向
ひ
、使

を
河
の
南�

神
木
の

御
座
處�

に

は
す
の
處
、

徒
皆
來
臨
す
る
の
間
、御
成
敗
の
趣
、具
に
問
答
す
。

徒
一
々
に
承
伏
す
。

仍
っ
て
同
廿
一
日
、
神
木
を
本

に
、
座
し
奉
り
、

日
廿
二
日
、
殿
下
の
御
亭
に
宛（

光
イ
）

三
儀
を
行
は
る
。
同
じ
く
御
參
内
を
刷
ふ
と
云
々
。

…
…
…
Ａ(

ア)(

イ)　

�

嘉

２
・�

２
・�

28
条

157
4142�

後

＝大
夫

官＝
基
綱＝　
　

南
都
の
事
、
寺

門

を
開
き
、
神
木
歸
坐
す
。
使

の
功
た
る
の
由
、
殊
に
其
の
沙
汰

り
。
御
感
の
御

書
を
後

―

大
夫

官
基
綱�

當
時
在

京
す
。�

が
許
に

は
さ
る
と
云
々
。
又
、
南
都
の
住
侶
に
武
藏
得
業
隆
圓
と
い
ふ

り
。
其
の
志
を
武
家

に

び
奉
る
。
仍
つ
て
六
波
羅
駿
河
守

び
に
使

基
綱
、
内
々
隆
圓
に
談
ぜ
ら
る
る
の
旨

る
間
、

徒
に
對
し
て
關
東
の
威
勢
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を
輝
か
し
、
潜
か
に
又
、
諷
詞
を
加
ふ
。
之
に
就
き
て
、
蜂

忽
ち
に
靜
謐
し
訖
ん
ぬ
。
基
綱
其
の
趣
を
注3

3

せ
し
む
る

3

3

3

3

に
依
つ
て
、

今
日
同
じ
く
感
じ
仰
せ

は
さ
る
。
凡
そ
、
世
の
爲
、
寺
の
爲
、
關
東
の
奉
爲
に
第
一
の
奉
公
な
り
。
尤
も
感
じ
思
し
食
す
と
云
々
。

…
…
…
Ａ(
ウ
）�

　
　

〃　

２
・�

３
・�

21
条

158
6142�

佐
渡
守
基
綱　
　

議
を
經
ら
れ
、
南
都
の
騒
動
を
鎭
め
ん
が
爲
に
、
暫
く
大
和
國
に
守
護
人
を
置
き
、

徒
知
行
の
庄
園
を
沒
收
し
、

悉
く
地
頭
を
補
せ
ら
れ

ん
ぬ
。
又
、
畿
内

國
の
御
家
人
等
を

催
し
、
南
都
の

路
を
塞
ぎ
、
人
々
の
出
入
を
止
む
べ
き
の
由
議

定

り
て
、
印
東
八
郞
・
佐
原
七
郞
以
下
殊
に

れ
た
る
勇
敢
壯
力
の
輩
を
撰
び

は
さ
る
。

徒
若
し

、
敵
對
の
儀
を
成
さ
ば
、

更
に
優
恕
の
思
ひ

る
べ
か
ら
ず
、
悉
く
討
ち
亡
ぼ
さ
し
む
べ
し
と
云
々
。
且
つ
は
各
々
の
死
を
致
さ
ん
と
欲
す
べ
き
の
由
、
東
士
に

て
は
直
に
仰
せ
含
め
ら
る
。
京
畿
の

に
至
り
て
は
、
其
の
趣
を
六
波
羅
に
仰
せ
ら
る
。
又
、
南
都
領
の
在

、
悉
く
知
し
め
さ
る

べ
か
ら
ざ
る
の
處
、
武
藏
得
業
隆
圓
密
々
に
其
の
注
文

3

3

3

3

を
佐
渡
守
基
綱
に
與
へ
、
基
綱
關
東
に

り

ず
る
に
就
き
て
、
地
頭
に
新
補

せ
ら
る
と
云
々
。
…
…
…
Ａ(

ウ
）�

〃　

２
・
10
・
５
条

159
７142�

佐
渡
守
基
綱　
　

佐
渡
守
基
綱
、
京
都
よ
り
參
向
す
。
南
都
靜
謐
の
條
々
の
事
、
之
を
申
し
入
る
。
此
の
事
の
内
外
の
計
、

に
武
藏

得
業
隆
圓
が
忠
に
依
る
の
由
、
之
を
申
す

■

■

■

■

。
其
の
趣
、
六
波
羅
駿
河
守
重
時

。
の
去
ぬ
る
十
一
日
の

3

に
載
す

3

3

3

と
云
々
。
…
…
…
Ａ(

ア)

(

イ)(

ウ
）�

〃　

２
・
12
・
29
条

160
1144��

武
州　
　

前
記

７117
に

見
す
。
…
…
Ａ(

ア)(

イ)

161
2144�

武
州　
　

今
日
、
使

を
關
東
に

は
す
。
是
れ
今
度
の
合
戰
の
間
、
官
兵
を
討
ち
、
又
、
疵
を
被
り
、
官
兵
の
爲
に
討
ち
取
ら
る
る

、
彼
是
數
多

り
。
關

官
代
・
後

左
衛
門
尉
・
金
持
兵
衛
尉
等
、
之
を

ね
究
め
、
其
の
交
名
を
注
し
て

3

3

3

3

3

3

、
武
州
に

る
。
仍
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つ
て

功
の
賞
を
行
は
れ
ん
が
爲
に

は
す

な
り
。
中
太
彌
三
郞
飛
脚

6

6

た
り
と
云
々
。
…
…
…
Ａ(

ア)(

ウ)�

承
久
３
・�

６
・
18
条

162
3144�

武
州　
　

去
ぬ
る
十
六
日
の
武
州
の
飛
脚

6

6

、
今
夜
丑
の
刻

2

2

2

2

2

、

倉
に
到
着
す
。
合
戰
無
爲
、
天
下
靜
謐
の
次
第
、
委
細
の
書

3

3

3

3

3

を
披
き
、

公
私
の
喜
悅
、
喩
を
取
る
に
物
無
し
。

時
に
卿

雲
客
の
罪
名
以
下
、
洛
中
の
事
の
定
め

り
。
大
官
令
禪
門
、
文
治
元
年
の
沙
汰

の
先

を
勘
へ
て
、
之
を

計
ひ
、
事
書
を
整
ふ
。

士

官
代
隆
邦
筆
を
執
り
て
、
之
を
註
す
と
云
々
。
…
…
…
Ａ(

ア)(

ウ)　
　
　

�

〃　

３
・�

６
・�

23
条

163
4144��

武
州　
　

後
記

1151
に

見
す
。
…
…
…
Ｂ

164
5144

武
州　
　

前
記

９117
に

見
す
。
…
…
…
Ｂ

165
6144

武
州　
　

前
記

10117
に

見
す
。
…
…
…
Ｂ

166
７144

武
州　
　

前
記

11117
に

見
す
。
…
…
…
Ａ(
ア)(
イ)

167
3145

武
藏
太
郞　
　

後
記

2158
に

見
す
。
…
…
…
Ｂ

168
1148

關＝
官＝代　
　

前
記

2144
に

見
す
。
…
…
…
Ｂ

169
1151�

駿＝河

司＝　
　

子
の
刻
、
安
東
新
左
衛
門
尉
光
成
六
波
羅
に
着
く
。
洛
中
城
外
の
謀

の
輩
斷
罪
せ
ら
る
べ
き
條
々
、
具
に
之
を
申
す
。

州
・
武
州
、
關
東
の
事
書
を
披
き
、
駿

―
―河

司
・
毛
利
入

が
如
き

議

り
と
云
々
。
…
…
…
Ｂ

�

〃　

３
・�

６
・
29
条

170
1154

安
東
新
左
衛
門
尉
光
成　
　

前
記

1151
に

見
す
。
…
…
…
Ｂ

171
2158�

摸＝掃
部
助＝　
　

奧
州
後
室
禪
尼
、
二
位
家
の
仰
せ
に
依
つ
て
、
伊
豆
國
北
條
郡
に
下
向
し
、
彼
の

に
籠
居
す
べ
し
と
云
々
。
其
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の
科

る
が
故
な
り
。
伊
賀
式
部

光
宗
、
信
濃
國
に
配
流
せ
ら
る
。
舍
弟
四
郞
左
衛
門
尉

行
・
同
六
郞
右
衛
門
尉
光
重
等
、

摸
─

掃
部
助
・
武
藏
太
郞
が
預
り
と
し
て
、
京
都
よ
り
直
に
鎭
西
に
配
流
す
べ
き
の
旨
、
仰
せ

は
さ
る
。
此
の
兩
人
は
、

公
羽
林

の
上
洛
に

從
す
る
の
後
、
未
だ
歸
參
せ
ず
と
云
々
。
…
…
…
Ｂ�

貞
應
３
・�

８
・�

29
条

172
3158��

時
盛　
　

後
記

3164
に

見
す
。
…
…
…
Ｂ

173
1160��

南
條
七
郞
二
郞　
　

後
記

1162
に

見
す
。
…
…
…
Ｂ

174
1162�

美

＝濃
澤
右

二＝郞　
　

武
州
、
御
書
を
右

將
監
多
好
方
に

は
さ
る
。
是
れ
和
琴
の
秘
曲
を
美

―
―
―
―
―
―
―

濃
澤
右

二
郞
に
授
く
る
の
由
、
申

し

る
の
間
、
神
妙
の
趣
、
賀
せ
ら
る
る

な
り
。
此
の
曲
の
事
は
、
先
日
、
南
條
七
郞
二
郞
に

せ
し
む
べ
き
の
旨
、
仰
せ

は

さ
る
る
處
、
母
の

勞
に
依
つ
て
歸
參
す
る
の
間
、
美
濃
澤
た
る
べ
き
の
由
、
仰
せ
ら
れ
訖
ん
ぬ
。
…
…
…
Ｂ　
　

�

寛
喜
１
・
12
・
17
条

175
1643�

重
時　
　

去
ぬ
る
廿
三
日
、
臺
嶺
の

徒
、
三

�
十
禪
師
・
客

人
・
八
王
子�� �

の
神
輿
を
花
洛
に
動
か
し
奉
る
。
是
れ

江
國
高
嶋
郡
田
中
鄕
地
頭
佐
々

木
次
郞
左
衛
門
尉
高
信
が
代
官
と
日
吉
の

人
等
と
鬪
亂
を

す
が
故
な
り
。
而
る
に
神
輿
入
洛
の
時
、
例
に
任
せ
て
官
軍

禦
ぐ
の

間
、
官
人
疵
を
被
り
死
悶
に
至
る
の
由
、
之
を
訴
へ
申
す
に
就
き
て
、
彼
の
刻
に
先
陣
の
輩
の
中
、
右
衛
門
尉

政
・
兵
衛
尉

信
等
、

流
刑
せ
ら
る
べ
き
の
由
、
定
め
ら
る
る
の
上
、
高
信
を
鎭
西
に
配
流
す
べ
き
の
由
、
六
波
羅
に
仰
せ

は
さ
る
る

な
り
。
神
輿
の
入

洛
は
先

り
と
雖
も
、
今
度
の
次
第
に

て
は
、
殆
と
上
古
の

藉
に
超
へ
た
り
。
仍
つ
て
張
本
を
召
し
出
さ
れ
、
後
昆
を
誡
め
ら

れ
ん
が
爲
に
、
殊
な
る
重
科
に
あ
ら
ず
と
雖
も
、
先
づ
御
家
人
等
に

て
は
、
山
徒
の
鬱
陶
に
任
せ
て

當
の
咎
に
處
せ
ら
る
と
云
々
。

其
の

條
々
の
沙
汰

り
。
奏
聞
の
爲
に
、
今
日
御
敎
書
を
二
條
中
納
言
忠
高

に

は
さ
る
。
田
中
鄕
地
頭
高
信
が
代
官
と
住
民
と
喧
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嘩
の
事
、
先
日
重
時
・
時
盛
、
事
の
由
を
注
し
下
す
の
間
、
兩
方
を
決
せ
ら
れ
、
御
沙
汰

る
べ
き
の
由
、
貫
主
に
言
上
し

ん
ぬ
。

更
に
是
れ
高
信
を
優
恕
す
る
の
儀
に
あ
ら
ず
、
高
信
罪
科
候
は
ば
、
爭
か
炳
誡
を
加
へ
ざ
ら
ん
や
。
神
人
の
訴
訟

々
の
處
、
是
非
を

糺

せ
ず
ん
ば
、傍
輩

つ
に
乘
つ
て
濫
訴

ゆ
べ
か
ら
ざ
る
に
依
つ
て
、其
の
趣
を
申
さ
し
む
る
計
な
り
。以
上
。
次
に
、

徒
に

て
は
、

且
つ
は
聖
斷
を
仰
ぎ
、
且
つ
は
關
東
の
左
右
を

待
つ
べ
き
の
處
、
忽
に
神
輿
を
動
か
し
、
天
聽
を
驚
か
し
奉
る
の
條
、
理
不
盡
の
惡

行
、
不
可

の
次
第
に
候
。
張
本
に
至
り
て
は
、
早
く
其
の
身
以
下
を
召
し
出
さ
る
べ
き
の
趣
、
之
を
載
せ
ら
る
と
云
々
。
…
…
…
Ｂ��

�

文

２�

・
７
・
29
条

176
4164

六
波
羅
駿
河
守　
　

前
記

4142
に

見
す
。
…
…
…
Ｂ�

177
5164

六
波
羅
駿
河
守
重
時　
　

前
記

７142
に

見
す
。
…
…
…
Ｂ�

178
1646��

重
時　
　

京
都
の
使8

8

參
着
す
。
去
ぬ
る
五
日
、
主
上
春
秋
十
一

。
御
元
服
。
御
加
冠
攝
政

。
理
髪
左
府

。
能
冠�

内
藏
守
顯
氏

臣
と
云
々
。
又
、
去
年
十
一

、
洛
中
の
群
盜
を

鎭
む
べ
き
間
の
事
、

定

り
て
、

州

─

に
仰
せ
ら
る
。

州

─

之
を
申
さ
る
る
に
就
き
て
、
公
家
、
使
廳
等
に

仰
せ
付
け
ら
る
と
云
々
。
彼
の

3

3

3

等
到
來
す(

堀
河
中
納
言
宛
右
大
辨
經
光

び
に

摸
守《
重
時
》
宛
權
中
納
言
親
俊
書

略)

。
…
…
…
Ａ(

ア)(

ウ)�

仁
治
２
・�

１
・
19
条

179
1165�

新＝官

＝光
村　
　

今
日
、
新

─
─
─
─
─

官
光
村
、
京
都
よ
り
歸
參
す
。
使

の
賞
に
依
つ
て
去
ぬ
る
十
四
日
、
使
の
宣
旨
を
蒙
る
と
云
々
。
皇

子
降
誕
の
事
を
賀
し
申
さ
る
る
御
使
な
り
。
…
…
…
Ａ(

ア)�

寛
喜
３
・�

４
・
29
条

180

174�
大

＝納
言

都＝隆
辨　
　

京
都
の
使8

8

參
着
す
。
去
ぬ
る
十
日
午
の
刻
、
皇
子
降
誕
す
と
云
々
。
此
の
御
加
持
の
爲
に
大

―
―
―
―
―
―
―

納
言

都
隆
辨
、

去
年
上
洛
す
。
件
の
勸
賞
と
し
て
、
同
廿
日
法
印
に
敍
す
。
此
の
御
誕
生
、
別
し
て
將
軍
家
の
御
慶
賀
た
り
。
御
外
戚
の
寄

る
が
故

な
り
。
仍
つ
て
御
息
災
御

の
用

の
事
、
御
沙
汰
た
る
べ
し
と
云
々
。
…
…
…
Ａ(
ア) �

寛
元
１
・�

６
・
18
条
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181
1174�

大
納
言
法
印
隆
辨　
　

大
納
言
法
印
隆
辨
京
都
よ
り
歸
參
す
。
去
ぬ
る
六

十
日
、
皇
子
誕
生
の
御
加
持
た
り
。
之
に
加
え
て
同
廿
一

日
、
今
出
河
入

國
の

病
を

り
、
忽
に

氣
に
屬
せ
し
む
。
旁
々
効
驗
を
顯
は
す
の
由
と
云
々
。
…
…
…
Ａ(

ア)�

�

〃　

１
・�

10
・
21
条

　
　
　

〈
賴
嗣
將
軍
記
〉

182

179�
飛
脚　
　

夕
に
及
び
て

2

2

2

2

2

、
六
波
羅
の
飛
脚

6

6

參
着
す
。
合
戰
の
事
に
依
つ
て
な
り
。
是
よ
り

は
さ
る
る

の
飛
脚
、
去
ぬ
る
九
日
入
洛
す

る
の
間
、
御
敎
書
を
冷
泉
太
政
大
臣
殿
に
付
け

じ
、
執
柄
に
申
す
。

ち
又
、
奏

に
及
ぶ
と
云
々
。
世
上
無
爲
に
屬
す
る
事
、
殊
に

悅
び
聞
し
め
さ
る
る

な
り
。
…
…
…
Ａ(
ア)�

�

寶
治
１
・�

６
・
14
条

183
6158�

越

＝後
入

圓＝　
　

野
本
次
郞
行
時
、
名
國
司

の
事
、
父
時
員
能
登
守
に
任
ぜ
ら
る
る
の
時
、
成
功
に
付
け
ず
、
直
に
拜
除
せ
し

む
る
の
上
は
、
彼
の
例
の
如
く
、
臨
時
内
給
た
る
べ
き
の
由
、
之
を
申
す
。
淸
左
衛
門
尉
奉
行
と
し
て
、
今
日
沙
汰

り
。
其
の
父
時

員
は
、
越

―
―

―
―

―
―

後
入

圓
に
屬
し
、
在
京
の
時
、
彼
の
内
擧
に
付
き
て
自
然
に
任
ぜ
し
む
る
か
。
法
を
堅
め
ら
る
る
の
後
は
、
例
と
す
る

に
足
ら
ざ
る
の
間
、
輙
く
許
容
に
覃
び

き
の
旨
、
仰
せ
出
さ
る
。
又
、
臨
時
内
給
の
事
、
三
分
の
官
等
に

て
は
、
事
の
躰
に
依
つ

て
、
之
を
申
し

け
ら
る
べ
し
。
名
國
司
以
上
に
至
り
て
は
、
其
の
競

を
停
止
せ
ら
る
べ
き
の
由
と
云
々
。
…
…
…
Ｂ

�

建
長
２
・
12
・
９
条



81

　
　
　

〈
宗

親
王
將
軍
記
〉

184
6174�

若

＝宮
別
當

＝正
隆＝辨　
　

若

―
―
―
―
―
―

宮
別
當

正
隆

―
―

辨

。
京
都
よ
り
歸
參
す
。
是
れ
園
城
寺
三
摩
耶
戒
壇
の
事
に
依
つ
て
、
去
季
九

十
四
日

上
洛
す
。
今
年
正

四
日
、
奏

せ
し
む
る
の

許
に
就
き
て
、
山
徒

訴
に
及
ぶ
の
間
、
同
廿
日
官
符
を
召
し

さ
る
。
同
廿
一

日
、
寺
門
の

徒

正
仙

・
法
印
淨

・
忠

以
下

綱
三
十
餘
輩
、
金
堂
に
集
會
し
僉
議
を
凝
す
。
同
廿
三
日

散
す
と
云
々
。

…
…
…
Ａ(

ア)�

正
元
２
・�

３
・�

１
条

185
1185�

伊

＝勢
入

行＝願　
　

山
門
・
園
城
寺
騒
動
の
事
に
依
つ
て
、
去
夜
六
波
羅
の
使8

8

、
經
任

3

3

3

臣
の
奉
書

3

3

3

3

3

び
に
注

3

3

3

3

3

を
持
参
す
。
御

使
伊

―

勢
入

行

―

願�

使

に
依
つ
て

去
年
よ
り
在
京
す
。
書3

3

等
披
露

る
べ
し
。
而
し
て
今
年

定
始
以

と
雖
も
、

事
た
る
の
間
、日
次
の
沙
汰
に
及
ば
ず
、

今
日

定

り
。
但
し
、
人
々
布
衣
を
着
せ
ず
。
又
、
盃
酌
無
し
。
是
れ

定
始
の
禮
に
あ
ら
ざ
る
か
。

年
此
の
如
き
の
例
無
し
と

云
々
。

州
出
仕
せ
し
め
給
ふ
。
尾
張
入

見
西
・
越
後
守
實
時(

中
略)

對
馬

司
倫
長
・
勘
解
由

官
康

等
其
の
座
に
候
ず
。
佐

民
部
次
郞
業

事
書
等
を
執
筆
す
。
議
畢
り
て
泰
盛
・
心

之
を
持
參
す
。
上
覽
の
後
、
使

を

議
の
座
に
召
し
、
御

事
を
下
さ
る
。

時
使
歸
洛
せ
し
め
畢
ん
ぬ
。
…
…
…
Ａ(

ア)(

ウ)�

文
永
２
・�

１
・�

６
条

186
1187�

和

＝泉

司
行＝方　
　

辰
の
刻

2

2

2

、
京
都
の
飛
脚
關
東
に
參
着
す
。
是
れ
先
日
上
洛
の
使

和

―
―
―
―
―
―

泉

司
行
方
・
武

左
衛
門
尉
景
賴
奏
聞

に
就
き
て
、
宮
御
下
向
の
事
、
去
ぬ
る
一
日
よ
り
仙
洞
に

て

々
其
の
沙
汰

り
。
殿
下

度
參
り
給
ふ
。
但
し
、
三

の
宮
淮
后

の
腹
。

十
三

の
宮
大
納
言
二

品
の
腹
。

兩

の
間
、
何
れ
の
御
方
御
下
向

る
べ
き
や
の
事
、
之
を

ね
仰
せ
ら
る
る
に
依
つ
て
、
兩
六
波
羅
馳
せ
申
す
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な
り
。
奥
州
・

州
等
會
合
し
、
群
議
を
經
ら
れ
、
十
三

の
宮
御
下
向

る
べ
き
の
旨
、
之
を
申
さ
る
。
仍
つ
て
同
日
申
の
刻
に

及
び
て
飛
脚
歸
洛
す
。
…
…
…
Ｂ�

建
長
４
・�

３
・�

５
条

187
1188

武＝左

＝衞
門
尉＝景
賴　
　

前
記

1187
に

見
す
。
…
…
…
Ｂ

188
2193�

内
藏
權
頭
親
家　
　

當
參
人
數
の
中
、
或
い
は
然
る
べ
き
の
仁
、
或
い
は
要
樞
の
輩
を
撰
び
、
始
め
て
廂

を
結
番
せ
ら
る
。
此
の
事
、

仙
洞
の
儀
を
以
て
關
東
に
摸
せ
ら
る
る
の
條
、
頗
る
其
の
憚
り

る
べ
き
か
の
由
、

州
禪
室
に
仰
せ
合
は
さ
れ
、
答
へ
申
さ
る
る
の

に
就
き
て
、
内
藏
權
頭
親
家
・

江
十
郞
左
衛
門
尉
賴

等
を
以
て
御
使
と
し
て
、
内
々
叡
慮
を
窺
は
る
る
の
處
、

許

り
。
亦
、

侍
の
參
昇
は
何
樣
た
る
べ
き
か
の
趣
、
之
を
問
ひ
申
さ
る
。
其
の
境
に

て

ひ
思
し
め
さ
る
る
侍
に
至
り
て
は
、
人
數
定
め
て
足
ら

ざ
る
か
の
旨
、
之
を
仰
せ
下
さ
る
と
云
々
。
縡
已
に
嚴
重
の
間
、

衛
少
將
以
下
等
を
以
て
番
頭
と
爲
す
。
故
に
御
震
筆
を
染
め
、
御

簡
を
書
か
し
む
。
御

紙
は
唐
紙
を
用
ゐ
ら
る
る

な
り
。
此
の
間
、
珎
事

り
。
賴

使

と
し
て
、
名
字
を
番
頭
の
脇
に
載
せ
ら

る
べ
し
。
然
ら
ず
ん
ば

無
き
の
由
、
頻
り
に
之
を
訴
へ
申
す
。
沙
汰

り
て
之
を
閣
か
る
。(

下
略)

…
…
…
Ｂ

�

正
嘉
１
・
12
・
24
条

189
2195����

江＝十
郞
左

＝衛
門
尉

＝賴
　
　

前
記

2193
に

見
す
。
…
…
…
Ｂ

　

右
掲
の
全
Ｅ
記
載
に
就
き
、
其
処
に
包
含
さ
れ
て
い
る
Ｆ
記
載
、
即
ち
Ａ
記
載
に
関
し
て
、
此
れ
が
全
Ｅ
記
載
中
に
在
っ
て
如
何
よ
う
に

所
見
さ
れ
る
か
を
歴
代
の
各
將
軍
記
毎
に
考
察
し
て
み
よ
う
。
斯
か
る
作
業
を
試
み
る
に
当
り
、
先
ず
、
Ｆ
記
載
の
事
例(

以
下
、
之
を
Ｆ
事

例
と
略
称
す
る
。

)

、

即
ち
Ａ
記
載
の
事
例(

以
下
、
之
を
Ａ
事

例
と
略
称
す
る
。)

と
、
全
Ｅ
記
載
の
事
例
中
か
ら
、
件
の
Ｆ
事
例(
Ａ
事
例)

を
除
い
た
Ｂ
記
載
の
事
例(

以
下
、
之
を
Ｂ
事

例
と
略
称
す
る
。)

と
を
甄
別
し
て
列
挙
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。


	02野口14年度33号01.pdf
	02野口14年度33号02
	02縦書き野口14年度33号03
	02縦書き野口14年度33号04
	02縦書き野口14年度33号05

